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第 ７ 回 委 員 会 (6/1 )  あ り 方 （ 案 ）  第 ６ 回 委 員 会 (3/2 9 )  あ り 方 （ 案 ）  

は じ め に  

○  平 成 １ ８ 年 ２ 月 ２ ８ 日 、 第 ２ ８ 次 地 方 制 度 調 査 会 が 小 泉 純 一 郎 内 閣 総

理 大 臣 に 対 し て行 った「 道 州 制 の あり 方 に 関 す る 答 申 」 は、「 広 域 自 治 体

改 革 を通 じて、国 と地 方 の双 方 の 政 府 を再 構 築 」することを基 本 的 方 向 と

し て 示 し てお り 、 全 国 知 事 会 が 目 指 す 「 地 方 分 権 の 推 進 」 と 同 じ ベ ク トル

である点 は評 価 するものである。 

 答 申 が 、 こ れ ま で 定 義 が 明 確 で な か っ た 「 道 州 」 を 「 広 域 自 治

体 」 と 位 置 づ け 、 一 定 の イ メ ー ジ を 示 し て 、 一 部 に あ る 中 央 集 権

型 の 道 州 制 を 否 定 し た こ と や 、 国 は 本 来 果 た す べ き 役 割 を 重 点 的

に 担 い 、 内 政 は 広 く 地 方 自 治 体 が 担 う と い う 新 し い 政 府 像 を 確 立

す る た め の 具 体 策 と し て 「 道 州 制 の 導 入 が 適 当 」 と し た こ と は 画

期 的 で あ り 、 こ れ を 機 に 地 方 分 権 改 革 や 広 域 自 治 体 改 革 に 関 す る

国 民 的 議 論 が 喚 起 さ れ る こ と を 期 待 す る も の で あ る 。  

 

○  道州制については、副大臣等により構成される道州制の検討に関

するプロジェクトチームや各政党において活発に議論されているほ

か、古くから経済団体や研究機関等においても種々の提言や報告が

行われてきたところである。 

 

○  こうした状況を踏まえ、広域自治体改革の当事者である我々都道

府県も、平成１７年７月に全国知事会に道州制特別委員会を設け７

回にわたる委員会を開催し、市町村合併の進展や三位一体の改革な

ど地方自治体を取り巻く環境が大きく変動する中、更なる地方分権

改革を 推 進 し 、 住 民 一 人 ひ と り が 豊 か さ を 実 感 で き る 真 の 分 権 型

社 会 を 実 現 す べ き という観点から、道州制を含むこれからの広域自

治体のあり方について議論を重ねてきたところである。 

 本報告書は、当委員会におけるこれまでの議論を踏まえ、「分権

型社会における広域自治体のあり方」について現時点での考え方を

整理したものである。 

 

○  政 府 や 各 政 党 を は じ め と す る 関 係 機 関 に お か れ て は 、 道 州 制 の

議 論 を 進 め る に 当 た っ て は 、 本 報 告 書 の 趣 旨 を 十 分 踏 ま え る こ と

を 求 め る も の で あ る 。  

は じ め に  

○  平 成 １ ８ 年 ２ 月 ２ ８ 日 、 第 ２ ８ 次 地 方 制 度 調 査 会 が 小 泉 純 一 郎 内 閣 総

理 大 臣 に 対 し て行 った 「 道 州 制 の あり 方 に 関 する 答 申 」 は、 「 広 域 自 治 体

改 革 を通 じて、国 と地 方 の双 方 の 政 府 を再 構 築 する」ことを基 本 的 方 向 と

し て 示 し てお り 、 全 国 知 事 会 が 目 指 す 「 地 方 分 権 の 推 進 」 と 同 じ ベ ク トル

である点 は大 いに評 価 するものである。 

 答 申 が 、 こ れ ま で 定 義 が 明 確 で な か っ た 「 道 州 」 を 「 広 域 自 治

体 」 と 位 置 づ け 、 一 定 の イ メ ー ジ を 示 し て 、 一 部 に あ る 中 央 集 権

型 の 道 州 制 を 否 定 し た こ と 、 国 は 本 来 果 た す べ き 役 割 を 重 点 的 に

担 い 、 内 政 は 広 く 地 方 自 治 体 が 担 う と い う 新 し い 政 府 像 を 確 立 す

る た め の 具 体 策 と し て 「 道 州 制 の 導 入 が 適 当 」 と し た こ と は 画 期

的 で あ り 、 こ れ を 機 に 地 方 分 権 改 革 や 広 域 自 治 体 改 革 に 関 す る 国

民 的 議 論 が 喚 起 さ れ る こ と を 期 待 す る も の で あ る 。  

 

○  道州制については、副大臣等により構成される道州制の検討に関

するプロジェクトチームや各政党においても活発に議論されている

ほか、経済団体や研究機関等においても種々の提言や報告が行われ

ている。 

 

○  こういった状況を踏まえ、広域自治体改革の当事者である我々都

道府県も、全国知事会に道州制特別委員会を設け、市町村合併や三

位一体の改革など地方自治体を取り巻く環境が大きく変動する中、

更なる地方分権改革を 推 進 し 、 住 民 一 人 ひ と り が 豊 か さ を 実 感 で

き る 真 の 分 権 型 社 会 を 実 現 す べ き という観点から、道州制を含むこ

れからの広域自治体のあり方について議論を重ねてきた。 

 この報告書は、当委員会におけるこれまでの議論を踏まえ、分権

型社会における広域自治体のあり方について現時点での考え方を整

理したものである。 
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１  検 討 の 視 点  

平 成 ５ 年 ６ 月 に 地 方 分 権 の 推 進 に 関 す る 衆 参 両 院 決 議 が な さ れ

て 以 来 、 １ ０ 数 年 に わ た り 地 方 分 権 型 の 行 政 シ ス テ ム に 変 革 す る

取 り 組 み が 行 わ れ て き た 。 し か し な が ら 、 現 在 も 「 真 の 分 権 型 国

家 」 を 構 築 す る に は い た っ て お ら ず 、 国 と 地 方 の 双 方 の 政 府 を 抜

本 的 に 見 直 し 、 そ の あ り 方 を 再 構 築 す る こ と が 必 要 で あ る 。  

 

○  明 治 期 以 来 の 中 央 集 権 型 行 政 シ ス テ ム は 、 限 ら れ た 資 源 を 中 央

に 集 中 し 、 こ れ を 部 門 間 ・ 地 域 間 に 重 点 的 に 配 分 し て 効 率 的 に 活

用 す る こ と で 、 わ が 国 の 急 速 な 近 代 化 と 経 済 発 展 に 寄 与 し て き た

一 方 で 、権 限・財 源・人 間 、そ し て 情 報 を 過 度 に 中 央 に 集 中 さ せ 、

地 方 の 活 力 を 奪 っ て き た 。  

 さ ら に 、中央集権型行政システムは、変動する国際社会への対応、

東京一極集中の是正、個性豊かな地域社会の創造、少子高齢化社会

への対応など新たな行政課題に迅速に対応する能力を失ってきてい

るばかりか、全国一律基準によって生じる“ムダ”がクローズアッ

プされるなど制度疲労を起こしている。 

 こ の た め 全 国 画 一 の 統 一 性 と 公 平 性 を 過 度 に 重 視 す る 「 中 央 省

庁 主 導 の 縦 割 り で 画 一 的 な 行 政 シ ス テ ム 」 を 、 地 域 社 会 の 多 様 な

個 性 を 尊 重 す る 「 住 民 主 導 の 個 性 的 で 総 合 的 な 行 政 シ ス テ ム 」 に

変 革 す る こ と が 求 め ら れ て い る 。  

 

○  こうした観点から、平 成 ５ 年 ６ 月 に 地 方 分 権 の 推 進 に 関 す る 衆 参

両 院 決 議 が な さ れ て 以 来 、 平 成 ７ 年 ５ 月 の 地 方 分 権 推 進 法 の 制 定

を 経 て 、 近 年 の 三 位 一 体 の 改 革 に 至 る ま で 、 １ ０ 数 年 に わ た っ て

中 央 集 権 型 行 政 シ ス テ ム を 新 し い 地 方 分 権 型 行 政 シ ス テ ム に 変 革

す る 取 り 組 み が な さ れ て き た こ と は 周 知 の と お り で あ る 。  

 こ の 間 に 、 国 と 地 方 を 上 下 ・ 主 従 の 関 係 に 置 い て き た 「 機 関 委

任 事 務 制 度 」 の 廃 止 や 所 得 税 か ら 住 民 税 へ の ３ 兆 円 規 模 の 税 源 移

譲 な ど 、 地 方 分 権 型 行 政 シ ス テ ム へ の 変 革 に 向 け て 一 定 の 成 果 を

挙 げ て き た こ と は 事 実 で あ る 。  

 

 

 

１  検 討 の 視 点  

 平 成 ５ 年 ６ 月 に 地 方 分 権 の 推 進 に 関 す る 衆 参 両 院 決 議 が な さ れ

て 以 来 １ ０ 数 年 に わ た り 地 方 分 権 型 の 行 政 シ ス テ ム に 変 革 す る 取

り 組 み が 行 わ れ て き た が 、 「 真 の 分 権 型 国 家 」 を 構 築 す る に は い

た っ て い な い 。  

国 と 地 方 の 双 方 の 政 府 を 抜 本 的 に 見 直 す こ と が 必 要 で あ る 。  

 

○  明 治 期 以 来 の 中 央 集 権 型 行 政 シ ス テ ム は 、 限 ら れ た 資 源 を 中 央

に 集 中 し 、 こ れ を 部 門 間 ・ 地 域 間 に 重 点 的 に 配 分 し て 効 率 的 に 活

用 す る こ と で わ が 国 の 急 速 な 近 代 化 と 経 済 発 展 に 寄 与 し て き た 一

方 で 、 権 限 ・ 財 源 ・ 人 間 、 そ し て 情 報 を 中 央 に 過 度 に 集 中 さ せ 、

地 方 の 活 力 を 奪 っ て き た 。  

 さ ら に 、中央集権型行政システムは、変動する国際社会への対応、

東京一極集中の是正、個性豊かな地域社会の形成、少子高齢化社会

への対応など新たな行政課題に迅速に対応する能力を失ってきてい

るばかりか、全国一律基準によって生じる“ムダ”がクローズアッ

プされるなど制度疲労を起こしている。 

 こ の た め 全 国 画 一 の 統 一 性 と 公 平 性 を 過 度 に 重 視 す る 「 中 央 省

庁 主 導 の 縦 割 り の 画 一 行 政 シ ス テ ム 」 を 、 地 域 社 会 の 多 様 な 個 性

を 尊 重 す る 「 住 民 主 導 の 個 性 的 で 総 合 的 な 行 政 シ ス テ ム 」 に 変 革

す る こ と が 求 め ら れ て い る 。  

 

○  こういった観点から、平 成 ５ 年 ６ 月 に 地 方 分 権 の 推 進 に 関 す る 衆

参 両 院 決 議 が な さ れ て 以 来 、 平 成 ７ 年 ５ 月 の 地 方 分 権 推 進 法 の 制

定 を 経 て 、 近 年 の 三 位 一 体 の 改 革 に 至 る ま で 、 １ ０ 数 年 に わ た っ

て 中 央 集 権 型 行 政 シ ス テ ム を 新 し い 地 方 分 権 型 行 政 シ ス テ ム に 変

革 す る 取 り 組 み が な さ れ て き た こ と は 周 知 の と お り で あ る 。  

 こ の 間 に 、 国 と 地 方 を 上 下 ・ 主 従 の 関 係 に 置 い て き た 「 機 関 委

任 事 務 制 度 」 の 廃 止 、 ３ 兆 円 規 模 の 税 源 移 譲 な ど 地 方 分 権 型 行 政

シ ス テ ム へ の 変 革 に 向 け て 一 定 の 成 果 を 挙 げ て き た こ と は 事 実 で

あ る 。  
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○  し か し な が ら 、 権 限 ・ 財 源 を 手 放 す こ と に 対 す る 中 央 省 庁 の 抵

抗 は 激 し く 、 地 方 分 権 の 本 来 の 目 的 で あ る 「 地 域 の 行 政 は 、 地 域

の 住 民 が 自 分 た ち で 決 定 し （ 自 己 決 定 ） 、 そ の 責 任 も 自 分 た ち が

負 う （ 自 己 責 任 ） と い う 行 政 シ ス テ ム 」 を 構 築 す る ま で に は 至 っ

て い な い 。  

 

○  国から地方への「決定権」の移譲と国の関与の廃止・縮小を実現

し、わが国を「真の分権型国家」に転換するためには、国と地方の

役割分担と関係を現在の延長線上ではなく、憲法改正も視野に抜本

的に見直し、中央政府と地方自治体の双方を含めた一体的かつ創造

的な制度設計が必要である。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  し か し な が ら 、 権 限 ・ 財 源 を 手 放 す こ と に 対 す る 中 央 省 庁 の 抵

抗 も 大 き く 、 地 方 分 権 の 本 来 の 目 的 で あ る 「 地 域 の 行 政 は 、 地 域

の 住 民 が 自 分 た ち で 決 定 し （ 自 己 決 定 ） 、 そ の 責 任 も 自 分 た ち が

負 う （ 自 己 責 任 ） と い う 行 政 シ ス テ ム 」 を 構 築 す る に は 至 っ て い

な い 。  

 

国から地方への「決定権」の移譲と関与の縮小を実現し、わが国

を「真の分権型国家」に転換するためには、国と地方の役割分担と

関係を現在の延長線上で手直しするのではなく、抜本的に見直し、

中央政府と地方自治体の双方を含めた一体的かつ創造的な制度設計

が必要である。  
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２  分 権 型 社 会 に お け る 行 政 の 役 割 分 担  

(1)国 と 地 方 の 役 割  

 分 権 型 社 会 を 実 現 す る た め に は 、 国 は 外 交 、 防 衛 、 司 法 な ど 国

家 と し て の 基 本 的 な 役 割 を 重 点 的 に 果 た し 、 内 政 は 自 己 決 定 と 自

己 責 任 を 基 本 理 念 と し て 、 原 則 、 地 方 自 治 体 が 担 う と い う 役 割 分

担 を 明 確 に し た 行 政 シ ス テ ム を 構 築 す る 必 要 が あ る 。  

 そ の た め に は 、 国 と 地 方 の 役 割 分 担 を 抜 本 的 に 見 直 し 、 中 央 省

庁 の 解 体 再 編 も 含 め た 中 央 政 府 の 見 直 し が 行 わ れ な け れ ば な ら な

い 。   

○  地 方 分 権 型 の 行 政 シ ス テ ム を 確 立 す る た め に は 、 国 と 地 方 の

各 々 が 担 う べ き 役 割 と 責 任 の 範 囲 を で き る だ け 明 確 に 区 分 す る 必

要 が あ る 。  

 こ の た め 、平 成 ８ 年 １ ２ 月 の 地 方 分 権 推 進 委 員 会 勧 告 を 受 け て 、

地 方 自 治 法 に 国 と 地 方 の 役 割 分 担 に 関 す る 基 本 的 な 原 則 が 定 め ら

れ 、 国 の 果 た す べ き 役 割 を 次 の よ う に 規 定 し て い る 。  

① 国 際 社 会 に お け る 国 家 と し て の 存 立 に 関 わ る 事 務  

② 全 国 的 に 統 一 し て 定 め る こ と が 望 ま し い 国 民 の 諸 活 動 又 は 地

方 自 治 に 関 す る 基 本 的 な 準 則 に 関 す る 事 務  

③ 全 国 的 な 規 模 で 又 は 全 国 的 な 視 点 に 立 っ て 行 わ な け れ ば な ら

な い 施 策 及 び 事 業 の 実 施 に 関 す る 事 務  

 

 この規定は、国の役割を限定する趣旨であるが、何が全国的に統

一して定めることが望ましい事務なのか、何が全国的な規模や視点

に立って行う事務なのかという決定権は国にあるために、地方側か

ら見ると必ずしも全国的に統一する必要がないと思われる事項に関

しても、法令や要綱、補助金等により地方の行政に対する国の関与

が行われてきた。 

 

○  ま た 、 地 方 自 治 体 が 地 域 住 民 の 意 思 を 反 映 し な が ら 意 思 決 定 を

行 っ て い く こ と が 適 当 と 考 え ら れ る 事 務 で あ っ て も 、 便 益 が 及 ぶ

範 囲 が 都 道 府 県 の 区 域 を 越 え る 場 合 に は 、 広 域 的 な 調 整 が 必 要 と

い う 理 由 で 国 の 事 務 と な っ て い る も の も 少 な く な い 。  

 

 

２  分 権 型 社 会 に お け る 行 政 の 役 割 分 担  

(1)国 と 地 方 の 役 割  

 分 権 型 社 会 を 実 現 す る た め に は 、国 は 外 交 、防 衛 、司 法 な ど 国

家 と し て の 基 本 的 な 役 割 を 重 点 的 に 果 た し 、内 政 は 自 己 決 定 と 自

己 責 任 を 基 本 理 念 と し て 、原 則 、地 方 自 治 体 が 担 う と い う 役 割 分

担 を 明 確 に し た 行 政 シ ス テ ム を 構 築 す る 必 要 が あ る 。  

 そ の た め に は 、国 と 地 方 の 役 割 分 担 を 抜 本 的 に 見 直 し 、中 央 省

庁 の 解 体 再 編 も 含 め た 中 央 政 府 の 見 直 し が 行 わ れ な け れ ば な ら

な い 。   

○  地 方 分 権 型 の 行 政 シ ス テ ム を 確 立 す る た め に は 、 国 と 地 方 の

各 々 が 担 う べ き 役 割 と 責 任 の 範 囲 を で き る だ け 明 確 に 区 分 け す る

こ と が 必 要 で あ る 。  

 こ の た め 、平 成 ８ 年 １ ２ 月 の 地 方 分 権 推 進 委 員 会 勧 告 を 受 け て 、

地 方 自 治 法 に 国 と 地 方 の 役 割 分 担 に 関 す る 基 本 的 な 原 則 が 定 め ら

れ て お り 国 の 果 た す べ き 役 割 と し て 次 の よ う に 規 定 さ れ て い る 。  

① 国 際 社 会 に お け る 国 家 と し て の 存 立 に 関 わ る 事 務  

② 全 国 的 に 統 一 し て 定 め る こ と が 望 ま し い 国 民 の 諸 活 動 又 は 地 方

自 治 に 関 す る 基 本 的 な 準 則 に 関 す る 事 務  

③ 全 国 的 な 規 模 で 又 は 全 国 的 な 視 点 に 立 っ て 行 わ な け れ ば な ら な

い 施 策 及 び 事 業 の 実 施 に 関 す る 事 務  

 

 この規定は、国の役割を限定する趣旨であるが、何が全国的に統

一して定めることが望ましい事務なのか、何が全国的な規模・視点

に立って行う事務なのかという決定権は国にあるために、地方側か

ら見て必ずしも全国的に統一する必要がないと思われる事項に関し

ても、法令や要綱、補助金等により地方の行政に対する関与が行わ

れている。 

 

○  ま た 、 地 方 自 治 体 が 地 域 住 民 の 意 思 を 反 映 し な が ら 意 思 決 定 を

行 っ て い く こ と が 適 当 と 考 え ら れ る 事 務 で あ っ て も 、 便 益 が 及 ぶ

範 囲 が 都 道 府 県 の 区 域 を 越 え る 場 合 に は 、 広 域 的 な 調 整 が 必 要 と

い う 理 由 で 国 の 事 務 と な っ て い る も の が 少 な く な い 。  
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○  こうした国の過剰関与・規制の撤廃のため、 

地方六団体は平成１６年８月に 

・必置規制、基準の義務づけの廃止 

・国の立法に対しての地方の意見を反映する仕組みの構築 

・地方の役割・権限の拡大 

を求めた提案を行い、具体的事例として２０項目を指摘しているが、

国はこの提案に何ら回答していない。 

  

○  こ の よ う な 状 況 を 抜 本 的 に 改 革 し 、 真 に 地 方 分 権 を 推 進 し て い

く た め に は 、国の役割を外交・防衛・司法など国家の存立に関わる

事務に重点化す る と と も に 、全国的なルールの策定や全国的な規模

や視点から行う事業などについても、そ の 必 要 性 を 十 分 に 検 討 し た

上 で 、 で き る か ぎ り 縮 小 ・ 限 定 していくな ど 、 国 と 地 方 の 役 割 分

担 の 明 確 化 を 図 る こ と が 重 要 である。 

 

○  こ れ ま で 、 国 と 地 方 の 役 割 分 担 と い う 場 合 の 「 役 割 」 と は 、 国

と 地 方 の ど ち ら が 事 務 を 行 う か と い う 「 事 務 の 執 行 権 」 を 意 味 す

る こ と が 多 か っ た 。  

し か し な が ら 、 本 来 「 分 権 」 と は 、 過 度 に 中 央 政 府 に 集 中 し て

い る 「 政 策 の 決 定 権 （ 企 画 立 案 権 ） 」 を 、 主 権 者 た る 国 民 に 身 近

な 行 政 主 体 に 配 分 す る こ と で あ る 。  

つ ま り 、 住 民 に 身 近 な 行 政 サ ー ビ ス に つ い て 、 住 民 に 身 近 な 地

方 自 治 体 が 自 己 決 定 ・ 自 己 責 任 を 基 本 理 念 と し て 、 企 画 立 案 か ら

管 理 執 行 ま で 一 元 的 に 担 う と い う 観 点 か ら 「 役 割 分 担 」 を 考 え る

こ と が 必 要 で あ る 。  

 

○  具 体 的 に は 、 地 方 六 団 体 が 平 成 ６ 年 ９ 月 に 策 定 し た 地 方 分 権 推

進 要 綱 で 、 国 の 所 管 事 務 を 以 下 の と お り 限 定 列 挙 し て お り 、 現 在

も 概 ね こ の 考 え 方 を 基 本 と す る こ と が で き る 。  

○  地方六団体は、平成１６年８月にこういった国の過剰関与・規制

の撤廃のため 

・必置規制、基準の義務づけの廃止 

・国の立法に対しての地方の意見を反映する仕組みの構築 

・地方の役割・権限の拡大 

を求めた提案を行い、具体的事例として２０項目を指摘しているが、

国はこの提案には何ら回答していない。 

  

○  こ の よ う な 状 況 を 抜 本 的 に 改 革 し 、 真 に 地 方 分 権 を 推 進 し て い

く た め に は 、国の役割を外交・防衛・司法など、国家の存立に関わ

るものに重点化す る と と も に 、全国的なルールの策定や全国的な規

模や視点から行う事業などについても、そ の 必 要 性 を 十 分 に 検 討 し

た 上 で 、 で き る か ぎ り 縮 小 ・ 限 定 していくな ど 、 国 と 地 方 の 役 割

分 担 の 明 確 化 を 図 る こ と が 重 要 である。 

 

○  こ れ ま で 、 国 と 地 方 の 役 割 分 担 と い う 場 合 の 「 役 割 」 と は 、 国

と 地 方 の ど ち ら が 事 務 を 行 う か と い う 「 事 務 の 執 行 権 」 を 意 味 す

る こ と が 多 か っ た 。  

し か し 、本 来「 分 権 」と は 、過 度 に 中 央 政 府 に 集 中 し て い る「 政

策 の 決 定 権 （ 企 画 立 案 権 ） 」 を 、 主 権 者 た る 国 民 に 身 近 な 行 政 主

体 に 再 配 分 す る こ と で あ る 。  

つ ま り 、 自 己 決 定 ・ 自 己 責 任 を 基 本 理 念 と し て 、 住 民 に 身 近 な

行 政 サ ー ビ ス に つ い て 、 住 民 に 身 近 な 地 方 自 治 体 が 企 画 立 案 か ら

管 理 執 行 ま で 一 元 的 に 行 え る よ う に す る と い う 観 点 か ら 「 役 割 分

担 」 を 考 え る こ と が 必 要 で あ る 。  

 

○  具 体 的 に は 、 地 方 六 団 体 が 平 成 ６ 年 ９ 月 に 策 定 し た 地 方 分 権 推

進 要 綱 で 、 国 の 所 管 事 務 を 以 下 の と お り 限 定 列 挙 し て お り 、 現 在

も 概 ね こ の 考 え 方 を 基 本 と す る こ と が で き る 。  
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○  こ の よ う に 、 国 が 本 来 果 た す べ き 役 割 を 純 化 ・ 重 点 化 す る こ と

で 、国 は 地 方 の 事 務 に 対 す る 過 剰 な 関 与（ お 節 介 ）か ら 解 放 さ れ 、

複 雑 化 す る 外 交 や 防 衛 、 金 融 政 策 な ど に 迅 速 か つ 適 切 に 対 応 で き

る よ う に な り 、 国 自 身 の 機 能 が 充 実 強 化 さ れ る 。 国 が 本 来 果 た す

べ き 役 割 に 集 中 し 、 国 民 及 び 国 際 社 会 か ら の 期 待 に 応 え て い く こ

と が 、 我 が 国 の 国 家 戦 略 と し て も 極 め て 重 要 で あ る 。  

 

 

 

○  こ の よ う に 役 割 分 担 を 明 確 化 す る こ と で 、内 政 に 関 す る 事 務 は 、

基 本 的 に 地 方 自 治 体 が 企 画 立 案 か ら 管 理 執 行 ま で 一 貫 し て 担 い 、

地 方 に お け る 事務処理の総合性の確保と主体的・戦略的な政策展開

が可能となる。一方で、国は本来果たすべき役割に純化・重点化す

ることで、地方の事務に対する過剰な関与（お節介）から解放され、

複 雑 化 す る 外 交 や 防 衛 な ど に 迅 速 か つ 適 切 に 対 応 で き る よ う に な

り、国自身の機能が充実強化されることになる。 

 

①  天 皇 及 び 皇 室 に 関 す る こ と 。  

②  外 交 、 防 衛 及 び 安 全 保 障 に 関 す る こ と 。  

③  司 法 に 関 す る こ と 。  

④  国 政 選 挙 に 関 す る こ と 。  

⑤  通 貨 、 公 定 歩 合 、 民 事 及 び 刑 事 に 関 す る 基 本 ル ー ル 、 公 正 取 引 の 確 保

、 金 融 、 資 本 市 場 、 貿 易 、 物 価 の 統 制 、 工 業 規 格 、 度 量 衡 、 知 的 所 有

権 並 び に 郵 便 に 関 す る こ と 。  

⑥  国 籍 、 税 関 、 出 入 国 管 理 及 び 旅 券 に 関 す る こ と 。  

⑦  海 難 審 判 ､海 上 保 安 、 航 空 保 安 そ の 他 の 全 国 的 な 治 安 の 維 持 に 関 す る

こ と 。  

⑧  全 国 の 総 合 開 発 計 画 及 び 経 済 計 画 の 策 定 に 関 す る こ と 。  

⑨  公 的 年 金 、 公 的 保 険 、 労 働 基 準 、 基 本 食 糧 の 確 保 、 資 源 ・ エ ネ ル ギ ー

の 確 保 等 に 関 す る こ と 。  

⑩  全 国 的 な 電 波 監 理 及 び 気 象 業 務 に 関 す る こ と 。  

⑪  全 国 的 に 影 響 を 有 す る 特 に 高 度 で 専 門 的 な 科 学 ・ 技 術 、 学 術 ・ 文 化 、

環 境 対 策 等 に 関 す る こ と 。  

⑫  伝 染 病 予 防 、 薬 品 の 規 制 、 医 療 従 事 者 の 資 格 そ の 他 の 人 の 生 命 、 健 康

及 び 安 全 に 関 す る 基 準 、 生 活 保 護 に 関 す る 基 準 、 義 務 教 育 に 関 す る 基

準 等 の 設 定 に 関 す る こ と 。  

⑬  国 勢 調 査 等 の 全 国 的 な 統 計 調 査 に 関 す る こ と 。  

⑭  全 国 を 対 象 と す る 骨 格 的 か つ 基 幹 的 な 交 通 ・ 通 信 基 盤 施 設 の 整 備 及 び

管 理 に 関 す る こ と 。  

⑮  地 方 制 度 及 び 国 と 地 方 公 共 団 体 と の 間 の 基 本 的 ル ー ル に 関 す る こ と 。  

⑯  国 の 機 関 の 組 織 （ 内 部 管 理 を 含 む 。 ） 及 び 税 財 政 に 関 す る こ と 。  

①  天 皇 及 び 皇 室 に 関 す る こ と 。  

②  外 交 、 防 衛 及 び 安 全 保 障 に 関 す る こ と 。  

③  司 法 に 関 す る こ と 。  

④  国 政 選 挙 に 関 す る こ と 。  

⑤  通 貨 、 公 定 歩 合 、 民 事 及 び 刑 事 に 関 す る 基 本 ル ー ル 、 公 正 取 引 の 確 保 、

金 融 、資 本 市 場 、貿 易 、物 価 の 統 制 、工 業 規 格 、度 量 衡 、知 的 所 有 権 並

び に 郵 便 に 関 す る こ と 。  

⑥  国 籍 、 税 関 、 出 入 国 管 理 及 び 旅 券 に 関 す る こ と 。  

⑦  海 難 審 判 ､海 上 保 安 、 航 空 保 安 そ の 他 の 全 国 的 な 治 安 の 維 持 に 関 す る こ

と 。  

⑧  全 国 の 総 合 開 発 計 画 及 び 経 済 計 画 の 策 定 に 関 す る こ と 。  

⑨  公 的 年 金 、公 的 保 険 、労 働 基 準 、基 本 食 糧 の 確 保 、資 源・ エ ネ ル ギ ー の

確 保 等 に 関 す る こ と 。  

⑩  全 国 的 な 電 波 監 理 及 び 気 象 業 務 に 関 す る こ と 。  

⑪  全 国 的 に 影 響 を 有 す る 特 に 高 度 で 専 門 的 な 科 学・技 術 、学 術・文 化 、環

境 対 策 等 に 関 す る こ と 。  

⑫  伝 染 病 予 防 、薬 品 の 規 制 、医 療 従 事 者 の 資 格 そ の 他 の 人 の 生 命 、健 康 及

び 安 全 に 関 す る 基 準 、生 活 保 護 に 関 す る 基 準 、義 務 教 育 に 関 す る 基 準 等

の 設 定 に 関 す る こ と 。  

⑬  国 勢 調 査 等 の 全 国 的 な 統 計 調 査 に 関 す る こ と 。  

⑭  全 国 を 対 象 と す る 骨 格 的 か つ 基 幹 的 な 交 通・通 信 基 盤 施 設 の 整 備 及 び 管

理 に 関 す る こ と 。  

⑮  地 方 制 度 及 び 国 と 地 方 公 共 団 体 と の 間 の 基 本 的 ル ー ル に 関 す る こ と 。  

⑯  国 の 機 関 の 組 織 （ 内 部 管 理 を 含 む 。 ） 及 び 税 財 政 に 関 す る こ と 。  
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○  一方で、内 政 に 関 す る 事 務 は 、 基 本 的 に 地 方 自 治 体 が 企 画 立 案

か ら 管 理 執 行 ま で 一 貫 し て 担 う こ と で 、 地 方 に お け る 事務 の総合

性が確保されるとともに主体的・戦略的な政策展開が可能となる。 

 

○  な お 、 役 割 分 担 の 明 確 化 に 当 た っ て は 、 事 務 の 管 理 執 行 を 担 っ

て い る 「 地 方 支 分 部 局 」 の 廃 止 は 当 然 の こ と 、 企 画 立 案 を 担 っ て

い る 「 中 央 省 庁 」 そ の も の の 解 体 再 編 を 含 め た 中 央 政 府 の 見 直 し

が 行 わ れ な け れ ば な ら な い 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  こ の た め に は 、 事 務 の 管 理 執 行 を 担 っ て い る 「 地 方 支 分 部 局 」

だ け で は な く 企 画 立 案 を 行 っ て い る 「 中 央 省 庁 」 そ の も の の 解 体

再 編 を 含 め た 中 央 政 府 の 見 直 し が 行 わ れ な け れ ば な ら な い 。  
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(2)広 域 自 治 体 と 基 礎 自 治 体 の 役 割  

 分 権 型 社 会 に お い て は 住 民 生 活 に 密 接 に 関 わ る 行 政 サ ー ビ ス は

、 住 民 に 最 も 身 近 な 基 礎 自 治 体 で あ る 市 町 村 が で き る 限 り 総 合 的

に 担 い 、 広 域 自 治 体 は 市 町 村 で 完 結 し な い 広 域 的 行 政 ニ ー ズ や 市

町 村 で 担 う と 著 し く 非 効 率 と な る 高 度 技 術 や 専 門 性 を 必 要 と す る

行 政 ニ ー ズ を 担 う こ と が 基 本 と な る 。  

 

○  市町村合併の進展により、区域が拡大し行財政能力が向上した基

礎自治体が増加しており、 これまで都道府県が担ってきた事務のう

ち 住 民 生 活 に 密 接 に 関 わ る も の は で き る 限 り 市 町 村 に 移 管 す べ き

である。  

ま た 、上 記 (1)を 基 本 と し た 国 と 地 方 の 役 割 分 担 に 基 づ き 、国 の

事 務 が 広 域 自 治 体 に 移 管 さ れ る こ と と な れ ば 、 広 域 自 治 体 は 産 業

の 活 性 化 や 雇 用 対 策 な ど 広 域 に わ た る 行 政 課 題 に つ い て 、 国 の 判

断 を 仰 ぐ こ と な く 、 地 域 の 特 性 に 応 じ て 創 意 工 夫 し た 施 策 を 自 主

的 ・ 自 立 的 に 展 開 す る こ と が 可 能 と な り 、 各 種 施 策 の 最 適 化 ひ い

て は 住 民 満 足 度 の 向 上 が 図 ら れ る こ と と な る 。  

 

○  こ の よ う に 、 分 権 型 社 会 に お い て は 、 補 完 性 の 原 理 及 び 近 接 性

の 原 理 に 基 づ き 、 住 民 生 活 に 密 接 に 関 わ る 行 政 サ ー ビ ス は 、 住 民

に 最 も 身 近 な 基 礎 自 治 体 で あ る 市 町 村 が 総 合 的 に 担 い 、 広 域 自 治

体 は 、 基 礎 自 治 体 の 区 域 を 越 え る 広 域 的 な 行 政 課 題 や 市 町 村 で 担

う と 著 し く 非 効 率 と な る 高 度 な 技 術 や 専 門 性 を 必 要 と す る 行 政 サ

ー ビ ス を 担 う こ と が 基 本 と な る 。  

 

○  当 委 員 会 に お け る こ れ ま で の 議 論 で は 、 広 域 自 治 体 が 担 う 事 務

の イ メ ー ジ は 概 ね 次 の と お り で あ る 。  

 

 

 

 

 

 

 

(2)広 域 自 治 体 と 基 礎 自 治 体 の 役 割  

 分 権 型 社 会 に お い て は 、 住 民 生 活 に 密 接 に 関 わ る 行 政 サ ー ビ ス

は 、 住 民 に 最 も 身 近 な 基 礎 自 治 体 で あ る 市 町 村 が で き る 限 り 総 合

的 に 担 い 、 広 域 自 治 体 は 市 町 村 で 完 結 し な い 広 域 的 行 政 ニ ー ズ や

、 市 町 村 で 担 う と 著 し く 非 効 率 と な る 高 度 技 術 や 専 門 性 を 必 要 と

す る 行 政 ニ ー ズ に 対 応 す る こ と が 基 本 と な る 。  

 

○  市町村合併により、区域が拡大し行財政能力が向上した基礎自治

体が増加しており、 これまで都道府県が担ってきた事務のうち住民

生活に密接に関わる分野のもの をできる限り市町村に移管すべきで

ある。  

一 方 で 、上 記 (1)を 基 本 と し た 国 と 地 方 の 役 割 分 担 に 基 づ き 、国

の 事 務 が 広 域 自 治 体 に 移 管 さ れ る こ と と な れ ば 、 産 業 の 活 性 化 や

雇 用 対 策 な ど 広 域 に わ た る 行 政 課 題 に 、 国 の 判 断 を 仰 ぐ こ と な く

地 域 の 特 性 に 応 じ て 創 意 工 夫 し た 施 策 を 自 主 的 ・ 自 立 的 に 展 開 す

る こ と が で き る よ う に な り 、 各 種 施 策 の 最 適 化 ひ い て は 住 民 満 足

度 の 向 上 が 図 ら れ る こ と と な る 。  

 

○  こ の よ う に 、 分 権 型 社 会 に お い て は 、 補 完 性 の 原 理 及 び 近 接 性

の 原 理 に 基 づ き 、 住 民 生 活 に 密 接 に 関 わ る 行 政 サ ー ビ ス は 、 住 民

に 最 も 身 近 な 基 礎 自 治 体 で あ る 市 町 村 が 総 合 的 に 担 い 、 広 域 自 治

体 は 、 基 礎 自 治 体 の 区 域 を 越 え る 広 域 的 な 行 政 課 題 や 市 町 村 で 担

う と 著 し く 非 効 率 と な る 高 度 な 技 術 や 専 門 性 を 必 要 と す る 行 政 サ

ー ビ ス を 担 う こ と が 基 本 と な る 。  

 

○  当 委 員 会 に お け る こ れ ま で の 議 論 で は 、 広 域 自 治 体 が 担 う 事 務

の イ メ ー ジ は 概 ね 次 の と お り で あ る 。  
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上 記 の う ち 、「 圏 域 内 の 市 町 村 の 補 完 及 び 連 絡 調 整 に 関 す る 事 務 」

に 関 し て は 、 市 町 村 合 併 の 進 展 に よ る 市 町 村 の 規 模 ・ 能 力 の 充 実

強 化 に 伴 い 縮 小 し て い く も の と 考 え ら れ る 。  

広 域 自 治 体 に よ る 小 規 模 市 町 村 に 対 す る 補 完 の 必 要 性 は 残 る

が 、 従 来 の よ う な 広 域 自 治 体 に よ る 垂 直 補 完 よ り も 、 広 域 自 治 体

と 基 礎 自 治 体 の 役 割 を 明 確 化 す る と い う 観 点 か ら 、 市 町 村 間 の 水

平 補 完 に よ る こ と も 考 え る べ き で あ る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上 記 の う ち 、 「 圏 域 内 の 市 町 村 の 補 完 及 び 連 絡 調 整 に 関 す る 事

務 」 に 関 し て は 、 市 町 村 合 併 の 進 展 に よ る 市 町 村 の 規 模 ・ 能 力 の

充 実 強 化 に 伴 い 縮 小 し て い く も の と 考 え ら れ る 。  

小 規 模 市 町 村 に 対 す る 補 完 の 必 要 性 は 残 る が 、 こ れ に つ い て も

従 来 の よ う な 広 域 自 治 体 に よ る 垂 直 補 完 よ り も 、 広 域 自 治 体 と 基

礎 自 治 体 の 役 割 を 明 確 化 す る と い う 観 点 か ら 、 ま ず は 市 町 村 間 の

水 平 補 完 に よ る べ き で あ ろ う 。  

 

 

 

な お 、 国 ・ 広 域 自 治 体 ・ 基 礎 自 治 体 の 役 割 分 担 イ メ ー ジ 例 は 別 紙

１ の と お り で あ る 。  

 

 

 

 

 

 

①  圏 域 内 の 主 要 な 社 会 資 本 形 成 の 計 画 及 び 設 置 管 理  

一 般 国 道 、 一 級 河 川 、 地 方 空 港  等  

②  産 業 振 興 及 び 雇 用 政 策  

産 業 振 興 や 観 光 の 基 本 方 針 、 職 業 紹 介 ・ 職 業 訓 練  等  

③  広 域 的 防 災 対 策  

広 域 的 な 防 災 計 画 の 策 定 、 広 域 災 害 時 に お け る 市 町 村 消 防 の 指

揮 ・ 調 整  等  

④  圏 域 内 の 環 境 保 全 対 策  

地 球 温 暖 化 防 止 対 策 、 廃 棄 物 対 策 、 大 気 水 質 汚 濁 防 止 対 策  等  

⑤  高 度 技 術 や 専 門 的 知 識 を 必 要 と す る 行 政 分 野  

高 次 医 療 、 感 染 症 対 策 、 高 等 研 究 施 設 の 設 置 運 営  等  

⑥  圏 域 内 の 市 町 村 の 補 完 及 び 連 絡 調 整 に 関 す る 事 務  

①  圏 域 内 の 主 要 な 社 会 資 本 形 成 の 計 画 及 び 設 置 管 理  

一 般 国 道 、 一 級 河 川 、 第 ２ 種 ・ 第 ３ 種 空 港  等  

②  産 業 振 興 及 び 雇 用 政 策  

産 業 振 興 や 観 光 の 基 本 方 針 、 職 業 紹 介 ・ 職 業 訓 練  等  

③  広 域 的 防 災 対 策  

広 域 的 な 防 災 計 画 の 策 定 、 広 域 災 害 時 に お け る 市 町 村 消 防 の 指 揮 ・

調 整  等  

④  圏 域 内 の 環 境 保 全 対 策  

地 球 温 暖 化 防 止 対 策 、 廃 棄 物 対 策 、 大 気 水 質 汚 濁 防 止  等  

⑤  高 度 技 術 や 専 門 的 知 識 を 要 す る 行 政 分 野  

高 次 医 療 、 感 染 症 対 策 、 高 等 研 究 施 設 の 設 置 運 営  等  

⑥  圏 域 内 の 市 町 村 の 補 完 及 び 連 絡 調 整 に 関 す る 事 務  
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３  分 権 型 社 会 に お け る 広 域 自 治 体 の 要 件  

 分 権 型 社 会 に お け る 広 域 自 治 体 は 前 述 の よ う な 役 割 を 担 う と と も

に 、 次 の 要 件 を 満 た す こ と が 必 要 で あ る 。  

  

 (1) 広 域 的 な 課 題 を 迅 速 ・ 適 切 に 処 理 で き る こ と  

 広 域 自 治 体 は 、 都 道 府 県 の 区 域 を 越 え る 広 域 的 な 行 政 課 題 を 迅

速 ・ 適 切 に 処 理 で き る こ と が 必 要 で あ る 。  

 

○  交通基盤の整備や情報通信技術の発達、産業構造の変化などによ

り、住民の生活圏や経済圏が拡大し、現行の都道府県の区域を越え

た対応が求められる行政課題が増加している。 

＜広域行政課題の例＞ 

・広域的な交通・物流、社会資本整備 

（道路、鉄道、空港、港湾など） 

・広域的な防災体制の構築 

（府県域を越える大規模地震、風水害など） 

・広域的な観点に立った産業・科学技術振興 

（公設試験研究機関の研究成果の共有化など） 

・広域的な環境保全 

（自動 車の 排出 ガス 規制 、府県 域を越 えて 移動 する 廃棄 物対

策、森林保全など） 

・国際観光振興（外国に対する誘客活動など） 

・都道府県際地域の一体的な地域づくり 

 

○  分 権 型 社 会 に お け る 広 域 自 治 体 は 、 こ の よ う な 広 域 的 な 行 政 課

題 を 迅 速 ・ 適 切 に 処 理 す る こ と が 求 め ら れ る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

３  分 権 型 社 会 に お け る 広 域 自 治 体 の 要 件  

 分 権 型 社 会 に お け る 広 域 自 治 体 は 上 記 の よ う な 役 割 を 担 う と と も

に 、 次 の 要 件 を 満 た す こ と が 必 要 で あ る 。  

  

 (１ )広 域 的 な 課 題 を 迅 速 ・ 適 切 に 処 理 で き る こ と  

 広 域 自 治 体 は 、 都 道 府 県 の 区 域 を 越 え る 広 域 的 な 行 政 課 題 を 迅

速 ・ 適 切 に 処 理 で き る こ と が 必 要 で あ る 。  

 

○  交通基盤の整備や情報通信技術の発達、産業構造の変化などによ

り、住民の生活圏や経済圏が拡大するとともに、現行の都道府県の

区域を越えた対応が求められる行政課題が増加している。 

＜広域課題の例示＞ 

・広域的な交通・物流、社会資本整備（道路、鉄道、空港、港湾

など） 

・広域的な防災体制の構築（府県域を越える大規模地震、風水害

など） 

・広域的な観点に立った産業・科学技術振興（公設試験研究機関

の研究成果の共有化など） 

・広域的な環境保全（自動車の排出ガス規制、府県域を越えて移

動する廃棄物対策、森林保全など） 

 

・国際観光振興（外国に対する誘客活動など） 

・都道府県際地域の一体的な地域づくり 

 

○  分 権 型 社 会 に お け る 広 域 自 治 体 は 、 こ の よ う な 広 域 的 な 行 政 課

題 を 迅 速 ・ 適 切 に 処 理 す る こ と が 求 め ら れ る 。  
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(2) 自 立 性 が 高 い こ と  

広 域 自 治 体 は 、地 域 の 特 性 を 活 か し た 質 の 高 い 行 政 サ ー ビ ス を 提

供 す る た め 高 い 自 立 性 を 備 え て い る こ と が 必 要 で あ る 。  

 

○  分 権 型 社 会 と は 、 地 方 自 治 体 が 地 域 の 特 性 を 活 か し た 質 の 高 い

行 政 サ ー ビ ス を 提 供 す る 社 会 で あ り 、 そ の た め に は 、 そ れ ぞ れ の

地 方 自 治 体 が 自 立 し た 行 政 経 営 を 行 い 、 互 い に そ の 意 欲 と 知 恵 と

能 力 を 競 い 合 い 、 切 磋 琢 磨 し て い く こ と が 必 要 で あ る 。 広 域 自 治

体 が 、 そ の 圏 域 の 責 任 あ る 行 政 主 体 と し て 自 ら の 意 思 と 責 任 に お

い て 善 政 を 競 い 合 う た め に は 、 そ の 前 提 と し て 、 経 済 集 積 等 の 基

礎 的 な 条 件 が 広 域 自 治 体 間 で あ る 程 度 均 衡 化 さ れ て い る 必 要 が あ

る 。  

 

○  また、経済のグローバル化や国際競争が加速する中で、地域が国

際販路の開拓や新産業の創出、外国からの誘客の拡大などを図るた

めには、既存の都道府県ではそのプレゼンスが弱いとの指摘もあり、

よりスケールの大きな規模で、資本や産業技術・学術研究の連携、

人材育成に取り組み、国内外の他地域との競争力を高めることが必

要である。 

 こ れ ま で わ が 国 は 東 京 と い う ひ と つ の エ ン ジ ン （ 地 域 の 中 心 で

熱 く 活 動 し 、 そ の 効 果 を 地 域 の 隅 々 ま で 波 及 さ せ る 力 を も っ た 都

市 ） に よ っ て 発 展 し て き た が 、 分 権 型 社 会 に お い て は 、 そ れ ぞ れ

の 地 域 が 核 と な る エ ン ジ ン を 備 え 、 活 力 を 持 っ て 自 立 し 、 地 域 力

を 発 揮 し て 行 か な け れ ば な ら な い 。  

 つまり、現在の一極集中型の社会構造から、複数の自立性の高い

圏域で形成される社会構造に転換しなければならないのである。 

 

○  こ の よ う に 、 分 権 型 社 会 に お け る 広 域 自 治 体 に は 、 質 の 高 い 行

政 サ ー ビ ス を 提 供 す る と と も に 、 経 済 の グ ロ ー バ ル 化 や 国 際 競 争

に も 十 分 対 応 で き る 高 い 自 立 性 が 求 め ら れ る 。  

 

 

 

 

(２ )自 立 性 が 高 い こ と  

広 域 自 治 体 は 、 地 域 の 特 性 を 活 か し た 質 の 高 い 行 政 サ ー ビ ス を

提 供 す る た め 高 い 自 立 性 を 備 え て い る こ と が 必 要 で あ る 。  

 

○  分 権 型 社 会 と は 、 地 方 自 治 体 が 地 域 の 特 性 を 活 か し た 質 の 高 い

行 政 サ ー ビ ス を 展 開 す る 社 会 で あ り 、 そ の た め に は 、 地 方 自 治 体

が 自 立 し た 行 政 経 営 を 行 い 、 互 い に そ の 意 欲 と 知 恵 と 能 力 を 競 い

合 い 、 切 磋 琢 磨 し て い く こ と が 必 要 で あ る 。 広 域 自 治 体 に お い て

も 、 そ の 圏 域 の 責 任 あ る 政 治 ・ 行 政 主 体 と し て 自 ら の 意 思 と 責 任

に お い て 善 政 を 競 い 合 う た め に は 、 そ の 前 提 と し て 、 経 済 集 積 等

の 基 礎 的 な 条 件 が あ る 程 度 均 衡 化 さ れ て い る 必 要 が あ る 。  

 

 

○  また、経済のグローバル化と国際競争が加速する中で、各地域が、

国際販路の開拓や新産業の創出、外国からの誘客の拡大などを図る

ためには、既存の都道府県を越えたよりスケールの大きな規模で、

資本の連携や産業技術・学術研究の連携、人材育成に取り組み、国

内外の他地域との競争力を持つことが必要になっている。 

 

 こ れ ま で わ が 国 は 東 京 と い う ひ と つ の エ ン ジ ン に よ っ て 発 展 し

て き た が 、 そ れ ぞ れ の 地 域 が 核 と な る エ ン ジ ン （ 地 域 の 中 心 で 熱

く 活 動 し 、そ の 効 果 を 地 域 の 隅 々 ま で 波 及 さ せ る 力 を も っ た 都 市 ）

を 備 え 活 力 を 持 っ て 自 立 し 、 地 域 力 を 発 揮 し な け れ ば な ら な く な

っ て い る 。  

 つまり、現在の一極集中型の社会構造から、複数の自立性の高い

圏域で形成される社会構造に転換しなければならない。 

 

○  こ の よ う に 、 分 権 型 社 会 に お け る 広 域 自 治 体 に は 、 質 の 高 い 行

政 サ ー ビ ス を 競 い 合 い 、 経 済 の グ ロ ー バ ル 化 や 国 際 競 争 に も 十 分

対 応 で き る 高 い 自 立 性 が 求 め ら れ る 。  
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４  現 行 制 度 に よ る 対 応 の 可 能 性  

  現 行 都 道 府 県 が 前 述 し た 分 権 型 社 会 に お け る 広 域 自 治 体 に 求 め

ら れ る 役 割 や 要 件 を 満 た す 方 策 と し て 、 広 域 連 合 、 都 道 府 県 合 併

に よ る 対 応 が 考 え ら れ る 。 こ れ ら の 方 法 に よ る 対 応 の 可 能 性 に つ

い て 整 理 す る と 次 の よ う に な る 。  

 

 (1)広 域 連 合 に よ る 対 応 の 可 能 性  

広 域 連 合 制 度 は 、現 行 制 度 上 認 め ら れ て い る と い う 点 で は 現 実

的 で あ り 、 地 域 の 実 情 に 応 じ て 活 用 さ れ る べ き も の で は あ る が 、

自 ら の 税 財 源 が な く 、意 思 決 定 に 時 間 が か か る と い う こ と も 考 え

ら れ 、ま た 、組 織 上 、屋 上 屋 を 架 す こ と に も な り か ね ず 、広 域 自

治 体 の 抜 本 的 な 再 編 の 姿 と は 言 え な い 。  

 

○  広 域 連 合 は 必 要 な 事 務 ・ 事 業 の 配 分 を 国 か ら 直 接 受 け 入 れ る こ

と が で き る も の と さ れ て お り 、 広 域 行 政 課 題 に 効 果 的 に 対 応 す る

と と も に 、 国 か ら の 権 限 移 譲 の 促 進 の た め 活 用 す る こ と が 可 能 で

あ る 。  

 

○  し か し な が ら 、 広 域 連 合 に は 課 税 権 が な い た め 、 関 係 都 道 府 県

か ら の 財 政 負 担 に 依 存 す る こ と と な る ば か り か 、 事 業 実 施 に あ た

っ て も 実 質 的 に 複 数 の 構 成 団 体 の 意 向 に 左 右 さ れ る な ど 、 む し ろ

調 整 に 時 間 が か か る こ と も 想 定 さ れ る 。  

ま た 、 現 行 の 都 道 府 県 を 存 続 し な が ら 新 た に 広 域 連 合 を 設 立 す

る こ と は 、 組 織 上 、 屋 上 屋 を 架 す こ と に も な り か ね ず 、 運 用 に 関

し て 効 率 性 に 欠 け る と と も に 、 住 民 か ら 見 れ ば 責 任 の 所 在 が わ か

り に く く な る と い う こ と や 広 域 連 合 で 実 施 す る 事 務 と 都 道 府 県 で

実 施 す る 事 務 の 連 携 ・ 調 整 の 面 で 総 合 的 な 対 応 が 不 十 分 と な る こ

と な ど が 懸 念 さ れ る  

 

○  さ ら に 、 広 域 連 合 は 、 広 域 的 な 課 題 に つ い て 都 道 府 県 が 連 合 す

る も の で あ り 、 地 方 自 治 全 般 を 担 う 存 在 で は な い た め 、 自 立 性 の

高 い 圏 域 の 形 成 に た だ ち に つ な が る も の で は な い 。  

 

 

４  現 行 制 度 に よ る 対 応 の 限 界  

  前 述 し た 分 権 型 社 会 に お け る 広 域 自 治 体 の 役 割 を 果 た す 方 策 と

し て 、 現 行 都 道 府 県 制 度 で は 、 広 域 連 合 に よ る 対 応 と 都 道 府 県 合

併 に よ る 対 応 が 考 え ら れ る 。 ２ つ の 方 法 に よ る 対 応 の 可 能 性 に つ

い て 整 理 す る と 次 の よ う に な る 。  

 

(1)広 域 連 合 に よ る 対 応 の 可 能 性  

現 行 制 度 上 認 め ら れ て い る と い う 点 で は 現 実 的 で あ る が 、 自 ら

の 税 財 源 が な く 、 意 思 決 定 に 時 間 が か か り 、 組 織 上 、 屋 上 屋 を 重

ね る こ と に な る と い う 限 界 が あ り 、 広 域 自 治 体 の 抜 本 的 な 再 編 の

姿 と は 言 え な い 。  

 

 

○  現 行 都 道 府 県 の 区 域 を 越 え る 広 域 課 題 に 対 し て 、 都 道 府 県 の 広

域 連 合 に よ り 計 画 的 か つ 効 率 的 に 対 応 す る こ と は 不 可 能 で な い 。  

 

 

 

し か し な が ら 、 広 域 連 合 に は 課 税 権 は な く 、 関 係 都 道 府 県 か ら

の 財 政 負 担 に 依 存 す る こ と と な る ば か り か 、 事 業 実 施 に あ た っ て

も 実 質 的 に 複 数 の 構 成 団 体 の 意 向 に 左 右 さ れ る な ど 、 む し ろ 調 整

に 時 間 が か か る と い う デ メ リ ッ ト が 想 定 さ れ る 。  

ま た 、 現 行 の 都 道 府 県 を 存 続 し な が ら 新 た に 広 域 連 合 を 設 立 す

る こ と は 、 組 織 上 、 屋 上 屋 を 重 ね る こ と と な り 、 運 用 に 関 し て 効

率 性 に 欠 け る と と も に 、 住 民 か ら 見 れ ば 責 任 の 所 在 が わ か り に く

く な る と い う こ と も 懸 念 さ れ る 。  

 

 

 

○  広 域 連 合 は 、 広 域 的 な 課 題 に つ い て 都 道 府 県 が 連 合 す る も の に

す ぎ ず 、 単 一 の 完 結 し た 地 方 自 治 体 と し て 存 在 し 得 な い た め 、 自

立 性 の 高 い 圏 域 の 形 成 に は つ な が り 得 な い 。  
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○  こ う し た こ と か ら 、 広 域 連 合 は 、 現 行 制 度 上 認 め ら れ て い る と

い う 点 で は 現 実 的 で あ り 、 地 域 の 実 情 に 応 じ て 活 用 さ れ る べ き も

の で は あ る が 、 広 域 自 治 体 の 抜 本 的 な 再 編 の 姿 で あ る と は 言 え な

い 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  こ う し た こ と か ら 、 広 域 連 合 に よ る 対 応 は 、 現 行 制 度 上 認 め ら

れ て い る と い う 点 で は 現 実 的 で あ る が 、 広 域 自 治 体 と し て の 抜 本

的 な 再 編 の 姿 で あ る と は 言 え ず 、 む し ろ 、 将 来 の 都 道 府 県 再 編 に

つ な が る 過 渡 的 な も の と し て 位 置 づ け る こ と が 適 当 で あ る 。  
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(2) 都 道 府 県 合 併 に よ る 対 応 の 可 能 性  

自 主 的 合 併 に よ る 区 域 の 拡 大 を 通 じ て ､広 域 的 な 行 政 課 題 に 効

率 的 に 対 応 す る こ と も 可 能 で あ る が ､自 主 的 な 合 併 だ け で は 国 と

都 道 府 県 の 事 務 配 分 が 当 然 に 変 更 さ れ る も の で は な く ､ま た 、 日

本 全 国 に 自 立 性 の 高 い 圏 域 が 形 成 さ れ る も の で な い た め 、真 の 分

権 型 社 会 の 実 現 を 図 る と い う 見 地 か ら は ､限 界 が あ る と 考 え ら れ

る 。  

 

○  現 行 制 度 の 下 で も 住 民 合 意 を 得 て 、 都 道 府 県 が 自 主 的 ・ 主 体 的

に 合 併 を 進 め 、広 域 的 な 行 政 課 題 に 対 応 す る こ と は 可 能 で あ る が 、

都 道 府 県 合 併 に よ る 区 域 の 拡 大 だ け で は 、 国 と 都 道 府 県 の 事 務 配

分 は 当 然 に 変 更 さ れ る も の で は な い た め 、 地 方 分 権 の 実 現 や 国 の

地 方 支 分 部 局 と の 二 重 行 政 の 解 消 と い っ た 改 革 に は つ な が り に く

い 。  

 

○  ま た 、 都 道 府 県 合 併 に よ り 、 自 立 性 の 高 い 圏 域 を 形 成 す る こ と

は 不 可 能 で は な い が 、 自 主 的 な 合 併 だ け で は 日 本 全 国 に 自 立 性 の

高 い 圏 域 が 形 成 さ れ る と は 限 ら ず 、 広 域 自 治 体 が 地 域 の 特 性 を 活

か し た 質 の 高 い 行 政 サ ー ビ ス を 提 供 す る と い う 分 権 型 社 会 の 基 礎

が 形 作 ら れ る と い う ま で に は 至 ら な い 。  

 

 

 

○  し た が っ て 、 国 と 地 方 の 役 割 分 担 を 抜 本 的 に 見 直 し 、 日 本 全 国

に 自 立 性 の 高 い 圏 域 を 形 成 す る 真 の 分 権 型 社 会 の 実 現 を 図 る と い

う 地 方 分 権 改 革 の 見 地 か ら は 、 都 道 府 県 合 併 に よ る 対 応 だ け で は

限 界 が あ る 。  

 

 

 

 

 

 

 

(2) 都 道 府 県 合 併 に よ る 対 応 の 可 能 性  

現 行 の 都 道 府 県 の 区 域 の 拡 大 を 通 じ て ､広 域 的 な 行 政 課 題 に 効

率 的 に 対 応 で き る 反 面 ､国 と 都 道 府 県 の 事 務 配 分 が 当 然 に 変 更 さ

れ る も の で は な く ､ま た 、 日 本 全 国 に 自 立 性 の 高 い 圏 域 が 形 成 さ

れ る も の で も な い た め 、 真 の 分 権 型 社 会 の 実 現 を 図 る 見 地 か ら

は ､限 界 が あ る も の と 考 え ら れ る 。  

 

 

○  都 道 府 県 合 併 に よ る 区 域 の 拡 大 だ け で は 、 国 と 都 道 府 県 の 事 務

配 分 は 当 然 に 変 更 さ れ る も の で は な い た め 、 地 方 分 権 の 実 現 や 国

の 地 方 支 分 部 局 と の 二 重 行 政 の 解 消 と い っ た 改 革 に は つ な が ら な

い 。  

 

 

 

○  都 道 府 県 合 併 に よ り 、 規 模 が 拡 大 し た 自 立 性 の 高 い 圏 域 を 形 成

す る こ と は 不 可 能 で な い が 、 日 本 全 国 で 自 立 性 の 高 い 圏 域 が 形 成

さ れ る と は 限 ら な い 。  

合 併 が 行 わ れ た 地 域 と 行 わ れ な か っ た 地 域 の 経 済 集 積 等 の 基 礎 的

条 件 の 格 差 は 是 正 さ れ ず 、 広 域 自 治 体 と し て の 実 力 の 均 衡 化 が 図

ら れ ず 、 広 域 自 治 体 が 行 政 サ ー ビ ス の 質 を 高 め 、 善 政 を 競 い 合 う

基 礎 が 形 作 ら れ る と い う ま で に は 至 ら な い 。  

 

○  し た が っ て 、 国 と 地 方 の 役 割 分 担 を 抜 本 的 に 見 直 し 、 日 本 全 国

に 自 立 性 の 高 い 圏 域 を 形 成 す る 真 の 分 権 型 社 会 の 実 現 を 図 る と い

う 地 方 分 権 改 革 の 見 地 か ら は 、 都 道 府 県 合 併 に よ る 対 応 で は 限 界

が あ る 。  
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５  分 権 型 社 会 に お け る 新 た な 広 域 自 治 体 像  

真 の 分 権 型 社 会 を 構 築 す る た め に は 、現 行 都 道 府 県 制 度 を 基 礎

に お い た 対 応 で は 限 界 が あ り 、国 と 地 方 の あ り 方 を 同 時・一 体 的

に 改 革 す る 新 た な 地 方 制 度 と し て「 道 州 制 」を 導 入 す る 必 要 が あ

る 。  

  

○  前 述 の と お り 、 都 道 府 県 制 や 広 域 連 合 、 都 道 府 県 合 併 な ど 、 現

行 制 度 を 基 礎 に お い た 対 応 で は ど う し て も 限 界 が あ り 、 分 権 型 社

会 に お い て 広 域 自 治 体 に 求 め ら れ る 役 割 を 十 分 に 果 た す こ と が で

き な い 。  

 そ の た め 、 国 と 地 方 自 治 体 双 方 の あ り 方 を 同 時 ・ 一 体 的 に 抜 本

的 に 見 直 し 、 国 か ら 地 方 へ の 決 定 権 の 移 譲 を 実 現 し 、 分 権 型 社 会

に お け る 広 域 自 治 体 に 必 要 な 要 件 を 満 た す 新 た な 地 方 制 度 と し て

「 道 州 制 」 を 構 築 す る 必 要 が あ る 。  

 な お 、 地 方 分 権 改 革 は 、 道 州 制 の 導 入 を 待 た ず と も 当 然 進 め ら

れ な け れ ば な ら ず 、 道 州 制 の 論 議 が 地 方 分 権 改 革 を 停 滞 さ せ る 理

由 と な っ て は な ら な い 。 地 方 が 提 案 し て い る 税 源 移 譲 、 国 庫 補 助

負 担 金 改 革 、 過 剰 関 与 ・ 規 制 の 撤 廃 等 は 、 道 州 制 の 議 論 に 関 わ ら

ず 、 待 っ た な し で 確 実 に 進 め る べ き も の で あ る 。  

 

(1)道 州 の イ メ ー ジ  

真 の 分 権 型 社 会 を 担 う 新 た な 広 域 自 治 体 と し て の 「 道 州 制 」 の 姿

は 概 ね 次 の よ う な も の と 考 え る 。  

な お 、 「 道 州 制 」 の 制 度 設 計 に お い て は 、 必 要 に 応 じ て 憲 法 改 正

に 関 す る 議 論 も 踏 ま え て 検 討 を 進 め て い く 必 要 が あ る 。  

 

○ 道州の位置づけ  

・道州は、都道府県に代わる地方自治体とし、地方自治体は道州とし

市町村の二層制とする。              

・道州は、国と市町村の間の広域的な地方自治体として、近接性の原

理・補完性の原理に基づき、市町村と役割を分担して主に地域にお

ける広域行政を担う。                

 

 

５  分 権 型 社 会 に お け る 新 た な 広 域 自 治 体 像  

真 の 分 権 型 社 会 を 構 築 す る た め に は 、現 行 都 道 府 県 制 度 で の 対

応 で は 限 界 が あ り 、 新 た な 地 方 制 度 と し て 「 道 州 制 」 を 導 入 す る

必 要 が あ る 。  

 

  

○  前 述 の と お り 、 広 域 連 合 、 都 道 府 県 合 併 な ど 、 現 行 の 都 道 府 県

制 度 を 基 礎 に お い た 対 応 で は 限 界 が あ り 、 分 権 型 社 会 に お い て 広

域 自 治 体 に 求 め ら れ る 役 割 を 十 分 に 果 た す こ と が で き な い 。  

 

 そ の た め 、 国 と 地 方 自 治 体 双 方 の あ り 方 を 見 直 す こ と で 、 国 か

ら 地 方 へ の 決 定 権 の 移 譲 を 実 現 し 、 分 権 型 社 会 に お け る 広 域 自 治

体 に 必 要 な 要 件 を 満 た す 新 た な 地 方 制 度 と し て 「 道 州 制 」 を 構 築

す る 必 要 が あ る 。  

 な お 、 「 道 州 制 」 の 導 入 に は 、 一 般 的 に は 憲 法 改 正 の 必 要 が な

い と 考 え ら れ て い る が 、 今 後 憲 法 に 関 す る 議 論 と 平 行 し て 検 討 し

て い き た い 。  

 

 

 

(1)道 州 の イ メ ー ジ  

新 た な 広 域 自 治 体 と し て の 「 道 州 制 」 の 姿 は 概 ね 次 の よ う な も の

と 考 え る 。  

 

 

 

○ 道州の位置づけ  

・道州は、都道府県に代わる地方公共団体とし、地方公共団体は道州

と市町村の二層制とする。 

・道州は、国と市町村の間の広域的な地方公共団体として、近接性の

原理・補完性の原理に基づき、市町村と役割を分担して主に地域に

おける広域行政を担う。 
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○ 道州の区域  

・道 州 の 区 域 は 、複 数 都 道 府 県 を 併 せ た 区 域 と す る が 、地 理 的 特 性

や 歴 史 的 事 情 等 に よ り 、一 の 都 道 府 県 の み を も っ て 道 州 を 設 置 す

る こ と も 可 能 と す る 。  

・道 州 の 区 域 は 、経 済 的 に 自 立 性 の 高 い 圏 域 を 形 成 す る と い う 観 点

や 地 域 の 事 情 を 考 慮 し て 定 め る も の と す る が 、そ の 際 、住 民 が 一

体 感 を 持 つ こ と が で き る よ う 地 域 の 意 見 を 反 映 し た 区 域 と な る

よ う に 設 定 す る 。  

・な お 、東 京 圏 に 係 る 道 州 の 区 域 や 道 州 と 大 都 市 圏 域 と の 関 係 に つ

い て は 、 今 後 の 検 討 課 題 で あ る 。  

 

○道 州の 担う 事務  

・今 ま で 、都 道 府 県 が 担 っ て き た 事 務 に つ い て は 可 能 な 限 り 市 町 村

に 移 管 し 、道 州 は 、広 域 自 治 体 と し て 市 町 村 の 区 域 を 越 え る 広 域

的 な 事 務 や 高 度 な 技 術 や 専 門 性 が 必 要 な 事 務 を 担 う 。  

・ま た 、現 在 国 が 担 っ て い る 事 務 に つ い て は 、国 が 本 来 果 た す べ き

役 割 に か か る も の を 除 き 道 州 に 移 管 す る 。  

・そ の 際 、国 の 関 与 を で き る 限 り 縮 小 し 、道 州 が 地 域 の 特 性 に 応 じ 、

自 己 決 定 と 自 己 責 任 の も と 政 策 展 開 で き る よ う 必 要 な 税 財 源 に

つ い て も 移 譲 し 、地 方 税 中 心 の 歳 入 構 造 の 構 築 を 図 り 、道 州 の 安

定 的 な 財 政 運 営 が 可 能 と な る よ う に す る 。  

 

○道州制への移行  

・道 州 制 へ の 移 行 は 、単 な る 都 道 府 県 の 組 み 合 わ せ に よ る 区 域 論 を

先 行 さ せ る こ と な く 、各 都 道 府 県 間 の 調 整 や 地 域 住 民 の 意 見 集 約

を 行 う 仕 組 み を 構 築 す る な ど 、様 々 な 角 度 か ら 十 分 な 検 討 を 行 っ

た 上 で 、 全 国 一 斉 に 行 う こ と と す る 。  

な お 、道 州 制 へ の 一 斉 移 行 に 先 立 ち 、一 定 の 条 件 が 整 っ た 地 域

に お い て 制 度 を 試 行 す る こ と も 可 能 と す る 。  

  ま た 、道 州 制 の 導 入 に つ な が る 過 渡 的 な 制 度 と し て 、人 口 や 行

財 政 基 盤 等 が 一 定 の 程 度 を 越 え る 府 県 に 権 限 等 を 移 譲 し て 都 道

府 県 を 再 編 、 集 約 す る 制 度 を 導 入 す べ き と の 意 見 も あ る 。  

 

 

○ 道州の区域  

・道 州 の 区 域 は 、複 数 都 道 府 県 を 併 せ た 区 域 と す る が 、地 理 的 特 性

や 歴 史 的 事 情 等 に よ り 、一 の 都 道 府 県 の み を も っ て 道 州 を 設 置 す

る こ と も 可 能 と す る 。  

・道 州 の 区 域 は 、地 域 の 状 況 を 考 慮 し て 定 め る も の と す る が 、そ の

際 、 地 域 住 民 の 意 見 を 反 映 し た 区 域 と な る よ う に 設 定 す る 。  

 

 

・な お 、東 京 圏 に 係 る 道 州 の 区 域 や 道 州 と 大 都 市 圏 域 と の 関 係 に つ

い て は 、 今 後 の 検 討 課 題 で あ る 。  

 

○道 州の 担う 事務  

・今 ま で 、都 道 府 県 が 担 っ て き た 事 務 に つ い て は 可 能 な 限 り 市 町 村

に 移 管 し 、道 州 は 、基 本 的 に は 広 域 自 治 体 と し て 市 町 村 の 区 域 を

越 え る 広 域 的 な 事 務 や 高 度 な 技 術 や 専 門 性 が 必 要 な 事 務 を 担 う 。 

・ま た 、現 在 国 が 担 っ て い る 事 務 に つ い て は 、国 が 本 来 果 た す べ き

役 割 に か か る も の を 除 き 道 州 に 移 管 す る 。  

・そ の 際 、国 の 関 与 を で き る 限 り 縮 小 し 、道 州 が 地 域 の 特 性 に 応 じ 、

自 己 決 定 と 自 己 責 任 の も と 政 策 を 展 開 で き る よ う 必 要 な 税 財 源

に つ い て も 移 譲 し 、地 方 税 中 心 の 歳 入 構 造 の 構 築 を 図 り 、道 州 の

安 定 的 な 財 政 運 営 が 可 能 と な る よ う に す る 。  

 

○道州制への移行  

・道 州 制 へ の 移 行 は 、様 々 な 角 度 か ら 十 分 な 検 討 を 行 っ た 上 で 、全

国 一 斉 に 行 う こ と と す る 。た だ し 、一 定 の 条 件 が 整 っ た 地 域 に お

い て は 先 行 移 行 す る 。  
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(2)道 州 制 の 効 果  

上 記 の よ う な 「 道 州 制 」 が 導 入 さ れ る こ と に よ っ て 、 次 の よ う な

効 果 が 得 ら れ る も の と 考 え ら れ る 。  

 

○  道 州 制 は 、 国 と 地 方 双 方 の 政 府 を 一 体 的 に 再 構 築 す る も の で あ

り 、 こ の 国 の か た ち を 抜 本 的 に 変 革 す る 地 方 分 権 改 革 の 推 進 に つ

な が る 。  

 

○  道 州 制 は 、 現 在 の 都 道 府 県 の 規 模 や 権 限 等 に よ る 限 界 （ 「 地 域

の 壁 （ 県 境 の 壁 ） 」 と 「 権 限 の 壁 」 ） を 同 時 に 解 消 す る も の で あ

り 、 県 境 を 越 え る よ う な 広 域 的 な 地 域 課 題 に 対 し 、 道 州 が 広 範 な

自 治 立 法 権 に 基 づ き 、 制 度 づ く り を 含 め た 一 元 的 ・ 総 合 的 な 取 り

組 み が 可 能 と な る 。  

 

○  道 州 の 範 囲 が 、 都 道 府 県 の 区 域 を 越 え る 「 広 域 的 な 行 政 課 題 」

の 範 囲 あ る い は そ の 背 景 と な る 「 社 会 ・ 経 済 活 動 」 の 範 囲 （ 日 常

生 活 圏 、 通 勤 ・ 通 学 圏 、 経 済 圏 な ど ） と 整 合 す る こ と に よ り 、 広

域 課 題 に 迅 速 ・ 適 切 に 対 応 す る こ と が で き る 。  

  ま た 、規 模 の 拡 大 に よ り 、道 州 内 に 存 在 す る 多 種 多 様 な 資 源（ 資

金 、 人 材 、 情 報 、 文 化 な ど ） を よ り 効 果 的 に 活 用 し た 地 域 経 営 が

可 能 と な る 。  

 

○  国 の 大 半 の 権 限 を 移 譲 さ れ た 道 州 が 、 地 域 ブ ロ ッ ク を 単 位 に 、

社 会 資 本 や 交 通 、産 業 の 状 況 な ど そ の 地 域 の 実 情 や 特 性 を 踏 ま え 、

分 野 毎 に 縦 割 り 単 発 的 に 施 策 を 行 う の で は な く 、 分 野 を 横 断 し た

総 合 的 な 施 策 を 民 主 的 に 展 開 で き る よ う に な り 地 域 の 主 体 性 が 高

ま る 。  

 

○  現 在 、 国 が 決 定 ・ 実 施 し て い る 事 務 を 道 州 が 担 う と と も に 、 道

州 内 分 権 を 徹 底 し 、 現 在 都 道 府 県 が 実 施 し て い る 事 務 の 多 く を 市

町 村 や 地 域 の 実 情 に 応 じ た 区 域 を 単 位 と す る 道 州 の 地 方 機 関 が 担

う こ と に よ り 、 現 在 よ り も 地 域 ・ 住 民 に 近 い と こ ろ で 行 政 運 営 が

行 わ れ る こ と と な り 、 自 治 ・ 分 権 の 拡 大 に つ な が る 。  

 

(2)道 州 制 の 効 果  

上 記 の よ う な 「 道 州 制 」 が 、 導 入 さ れ る こ と に よ っ て 、 次 の よ う

な 効 果 が 得 ら れ る も の と 考 え ら れ る 。  

 

○  道 州 制 は 、 国 と 地 方 双 方 の 政 府 を 一 体 的 に 再 構 築 す る も の で あ

り 、 こ の 国 の か た ち を 抜 本 的 に 変 革 す る こ と に つ な が る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  道 州 は 、 現 在 以 上 に 多 く の 都 市 や 地 方 を 併 せ た 地 域 で 構 成 さ れ

る 広 域 自 治 体 で あ る こ と か ら 、 都 道 府 県 の 区 域 を 越 え る 広 域 的 な

行 政 課 題 に も 迅 速 ・ 適 切 に 対 応 す る こ と が で き る 。  

 国 の 大 半 の 権 限 を 移 譲 さ れ た 道 州 が 、 地 域 ブ ロ ッ ク を 単 位 に 、

そ の 地 域 の 実 情 や 特 色 を 踏 ま え な が ら 、 よ り 広 域 的 な 施 策 を 民 主

的 か つ 総 合 的 に 展 開 で き る 。  
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○  複 数 の 地 域 が ひ と つ の 道 州 と な る こ と に よ り 、 住 民 や 産 業 ・ 文

化 な ど に お い て 新 た な 出 会 い や 繋 が り が 生 ま れ 、 新 し い ビ ジ ネ ス

チ ャ ン ス 、 新 た な Ｎ Ｐ Ｏ 活 動 、 新 た な 文 化 が 生 ま れ 、 地 域 の 経 済

や 社 会 が 活 性 化 し て い く 大 き な 可 能 性 が 広 が る 。  

 

○  道 州 毎 に 地 域 を 牽 引 し て い く エ ン ジ ン と な る 都 市 が 備 わ る と と

も に 、 道 州 全 域 で の 地 域 振 興 も 進 み 、 自 立 し た 圏 域 、 自 己 決 定 と

自 己 責 任 を 基 本 と し た 活 力 の あ る 地 域 社 会 が 形 成 さ れ る 。  

 経 済 規 模 等 の 基 礎 的 条 件 が あ る 程 度 均 衡 化 さ れ 、 自 立 性 が 高 ま

っ た 広 域 自 治 体 で あ る 道 州 が 質 の 高 い 行 政 サ ー ビ ス を 提 供 す る 地

域 経 営 を 競 う こ と に よ り 、 東 京 一 極 集 中 を 是 正 し 、 多 極 創 造 力 拠

点 が 各 地 に 複 数 形 成 さ れ る 。  

 

 

 

○  広 域 自 治 体 が 、 既 存 の 行 政 区 域 内 に 全 て の 機 能 や 施 設 を 整 備 し

よ う と す る 、 い わ ゆ る 「 フ ル セ ッ ト 主 義 」 に な り が ち な 面 を 克 服  

 

 

 

 

 

 

○  道 州 毎 に エ ン ジ ン と な る 都 市 が 複 数 備 わ る こ と に よ り 、 道 州 内

で の 地 域 振 興 策 の 棲 み 分 け も 進 み 、 自 立 し た 圏 域 の 形 成 、 自 己 決

定 と 自 己 責 任 を 基 本 と し た 活 力 の あ る 地 域 社 会 と な る 。  

 経 済 規 模 等 の 基 礎 的 条 件 が 均 衡 化 さ れ 、 自 立 性 の 高 い 圏 域 で 構

成 さ れ る 広 域 自 治 体 で あ る 道 州 が 競 い 合 う こ と に よ り 、 東 京 一 極

集 中 を 是 正 し 、多 極 創 造 力 拠 点 を 複 数 形 成 す る こ と が 可 能 と な る 。 

 

 

 

 

○  既 存 の 行 政 区 域 内 に 全 て の 機 能 や 施 設 を 整 備 し よ う と す る 、 い

わ ゆ る 「 フ ル セ ッ ト 主 義 」 か ら 脱 却 し 、 よ り 広 域 的 な 観 点 か ら の  

 

【 諸 外 国 と の 経 済 規 模 比 較 例 】  

東北 
279,651 

百万＄ 
 
青森県 
岩手県 
宮城県 
秋田県 
山形県 
福島県 

ｵｰｽﾄﾘｱ 
252,935 

百万＄ 

関西 
680,687 

百万＄ 
 

滋賀県 
京都府 
大阪府 
兵庫県 
奈良県 
和歌山県 

ﾒｷｼｺ 
626,079 

百万＄ 
 

九州 
375,108 

百万＄ 
 

福岡県 
佐賀県 
長崎県 
熊本県 
大分県 
宮崎県 
鹿児島県 

スイス 
319,670 

百万＄ 
 

 
※ 「 東 北 」 「 関 西 」 「 九 州 」 の 数 値  

内 閣 府 経 済 社 会 総 合 研 究 所 「 県 民 経 済 計 算 」 （ H1 8. 3. 1 4） の 県 内 総 生 産  
(名 目 )を 合 算 し た も の  

※ 「 オ ー ス ト リ ア 」 「 メ キ シ コ 」 「 ス イ ス 」 の 数 値  
  総 務 省 統 計 局 「 世 界 の 統 計 」 (20 05 年 版 )の 国 内 総 生 産 （ 名 目 ）  
※ い ず れ の 数 値 も US $に 換 算  

（ 総 務 省 統 計 局 「 世 界 の 統 計 」 (2 00 5 年 版 )為 替 相 場 に よ る ）  

 

【 諸 外 国 と の 経 済 規 模 比 較 例 】  

東北 
279,651 

百万＄ 
 
青森県 
岩手県 
宮城県 
秋田県 
山形県 
福島県 

ｵｰｽﾄﾘｱ 
252,935 

百万＄ 

関西 
680,687 

百万＄ 
 

滋賀県 
京都府 
大阪府 
兵庫県 
奈良県 
和歌山県 

ﾒｷｼｺ 
626,079 

百万＄ 
 

九州 
375,108 

百万＄ 
 

福岡県 
佐賀県 
長崎県 
熊本県 
大分県 
宮崎県 
鹿児島県 

スイス 
319,670 

百万＄ 
 

 
※ 「 東 北 」 「 関 西 」 「 九 州 」 の 数 値  

内 閣 府 経 済 社 会 総 合 研 究 所 「 県 民 経 済 計 算 」 （ H1 8 . 3 . 1 4） の 県 内 総 生 産 (名 目 )を
合 算 し た も の  

※ 「 オ ー ス ト リ ア 」 「 メ キ シ コ 」 「 ス イ ス 」 の 数 値  
   総 務 省 統 計 局 「 世 界 の 統 計 」 (2 0 0 5 年 版 )の 国 内 総 生 産 （ 名 目 ）  
※ い ず れ の 数 値 も US $に 換 算（ 総 務 省 統 計 局「 世 界 の 統 計 」(2 0 0 5 年 版 )為 替 相 場 に よ る ） 
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し や す く な り 、 よ り 広 域 的 な 観 点 か ら 施 設 の 有 効 活 用 や 戦 略 的 な

投 資 、 ダ イ ナ ミ ッ ク な 機 能 分 担 な ど が 可 能 と な る 。  

 

○  中 央 省 庁 や 地 方 支 分 部 局 の 解 体 再 編 を 含 め た 役 割 分 担 の 見 直 し

に よ っ て 、 肥 大 化 ・ 硬 直 化 し た 国 （ 中 央 政 府 ） の 機 関 、 人 員 及 び

行 政 経 費 を 大 幅 に 削 減 す る と と も に 、 国 の ブ ロ ッ ク 別 、 都 道 府 県

別 の 出 先 機 関 と 都 道 府 県 の 二 重 行 政 を 解 消 し 、 効 率 的 な 行 政 運 営

が 行 い や す く な る 。  

 

な お 、 「 道 州 制 導 入 の メ リ ッ ト に 関 す る 具 体 例 」 は 別 紙 の と お り

で あ る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施 設 の 有 効 活 用 や 戦 略 的 な 投 資 、 ダ イ ナ ミ ッ ク な 機 能 分 担 な ど が

可 能 と な る 。  

 

○  中 央 省 庁 や 地 方 支 分 部 局 の 解 体 再 編 を 含 め た 役 割 分 担 の 見 直 し

に よ っ て 、 肥 大 化 ・ 硬 直 化 し た 国 （ 中 央 政 府 ） の 機 関 、 人 員 及 び

行 政 経 費 を 大 幅 に 削 減 す る と と も に 、 国 と 都 道 府 県 の 二 重 行 政 を

解 消 し 、 効 率 的 な 行 政 運 営 が 可 能 と な る 。  

 

 

な お 、 道 州 制 導 入 に よ る 具 体 的 な メ リ ッ ト 事 例 は 別 紙 ２ の と お り

で あ る 。  
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６  道 州 制 の 実 現 に 向 け て  

 道 州 制 を 国 と 地 方 双 方 の 政 府 を 再 構 築 す る も の と し て 導 入 す る た

め に は 、 今 後 、 解 決 し な け れ ば な ら な い 課 題 も 残 さ れ て お り 、 政 府

及 び 我 々 地 方 自 治 体 が 協 働 し て 次 の よ う な 取 り 組 み を 行 い 、 分 権 型

社 会 の 実 現 に 向 け た 確 か な 一 歩 を 踏 み 出 す 必 要 が あ る 。  

 

 

 

 

 

(1) 国 と 地 方 が 一 体 と な っ た 検 討 機 関 の 設 置  

道 州 制 の 導 入 は 、 国 と 地 方 の 双 方 の 政 府 の あ り 方 を 再 構 築 す る も

の で あ る こ と か ら 、 両 者 が 共 通 の 認 識 を 持 っ て 推 進 し て い く こ と が

不 可 欠 で あ る 。 そ の た め 、 地 方 六 団 体 の 各 代 表 者 と 関 係 閣 僚 等 に よ

り 構 成 さ れ 、道 州 制 の 実 現 に 向 け た 具 体 的 事 項 に つ い て 審 議 す る「 検

討 機 関 」 を 常 設 し 、 特 に 、 中 央 省 庁 の 解 体 再 編 を 含 め た 中 央 政 府 の

あ り 方 、 地 方 自 治 体 の 条 例 制 定 権 の 拡 充 ・ 強 化 の 方 策 、 自 主 性 ・ 自

立 性 の 高 い 地 方 税 財 政 制 度 の 構 築 に つ い て 議 論 を 進 め る 。  

な お 、 国 と 地 方 に よ る 検 討 機 関 の 設 置 に 先 立 ち 、 地 方 六 団 体 に よ

る プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム を 設 置 し て 、 国 と 地 方 の 重 複 事 務 等 の 現 状 分

析 や 税 財 政 制 度 等 に つ い て 検 討 を 進 め る 。  

 

①  中 央 省 庁 の 解 体 再 編 を 含 め た 中 央 政 府 の あ り 方  

中 央 省 庁 の 解 体 再 編 を 含 め 、 国 が 果 た す べ き 役 割 に 最 も ふ さ わ

し い 中 央 政 府 の 姿 を 検 討 す る 。  

・ 国 と 地 方 の 役 割 分 担 に 基 づ き 、 国 の 事 務 権 限 の 仕 分 け を 行 う 。  

地 方 支 分 部 局 の 事 務 の う ち 60%は 地 方 に 移 譲 す べ き と す る 地 方

側 の 研 究 成 果 も あ る が 、 今 後 、 さ ら に 中 央 省 庁 の 権 限 も 含 め て

検 討 を 行 う 。  

・ 中 央 省 庁 ・ 地 方 支 分 部 局 の 解 体 再 編 に 伴 い 、 国 か ら 地 方 へ の 公

務 員 の 身 分 移 管 の 方 策 に つ い て も 検 討 す る 。  

 

 

 

６  道 州 制 の 実 現 に 向 け て  

 現 実 に 道 州 制 を 導 入 す る に 当 た っ て は 、 今 後 、 解 決 し な け れ ば な

ら な い 課 題 が 残 さ れ て お り 、 政 府 及 び 我 々 地 方 自 治 体 が 協 働 し て 次

の よ う な 取 り 組 み を 行 い 、 分 権 型 社 会 の 実 現 に 向 け た 確 か な 一 歩 を

踏 み 出 す こ と が 必 要 で あ る 。  

 な お 、 地 方 分 権 改 革 は 、 道 州 制 の 導 入 を 待 た ず と も 当 然 進 め ら れ

な け れ ば な ら ず 、 道 州 制 の 論 議 が 地 方 分 権 改 革 を 停 滞 さ せ る 理 由 と

な っ て は な ら な い 。 道 州 制 の 議 論 の 決 着 を 待 た ず と も 可 能 な 改 革 は

着 実 に 進 め る 必 要 が あ る こ と は 言 う ま で も な い 。  

 

(1) 国 と 地 方 が 一 体 と な っ た 検 討 機 関 の 設 置  

道 州 制 の 導 入 は 、 国 と 地 方 の 双 方 の 政 府 の あ り 方 を 再 構 築 す る も

の で あ る こ と か ら 、 地 方 六 団 体 の 各 代 表 者 と 関 係 閣 僚 等 に よ り 構 成

さ れ 、道 州 制 の 実 現 に 向 け た 具 体 的 事 項 に つ い て 検 討・決 定 す る「 国

と 地 方 公 共 団 体 と が 一 体 と な っ た 検 討 機 関 」 を 常 設 し 、 特 に 、 中 央

省 庁 の 解 体 再 編 を 含 め た 中 央 政 府 の あ り 方 、 地 方 公 共 団 体 の 条 例 制

定 権 の 拡 充 ・ 強 化 の 方 策 、 自 主 性 ・ 自 立 性 の 高 い 地 方 税 財 政 制 度 の

構 築 に つ い て 議 論 を 進 め る 。  

 

 

 

 

①  中 央 省 庁 の 解 体 再 編 を 含 め た 中 央 政 府 の あ り 方  

中 央 省 庁 の 解 体 再 編 を 含 め 、 国 が 果 た す べ き 役 割 に 最 も ふ さ わ

し い 中 央 政 府 の 姿 を 検 討 す る 。  

・ 国 と 地 方 の 役 割 分 担 に 基 づ き 、 国 の 事 務 権 限 の 仕 分 け を 行 う 。  

・ 地 方 支 分 部 局 の 事 務 の う ち ５ ０ ％ ～ ８ ０ ％ は 地 方 に 移 譲 す べ き

と す る 地 方 側 の 研 究 成 果 も あ る が 、 今 後 中 央 省 庁 の 権 限 も 含 め

て 検 討 を 行 う 必 要 が あ る 。  

・ 中 央 省 庁 ・ 地 方 支 分 部 局 の 解 体 再 編 に 伴 い 、 国 か ら 地 方 へ の 公

務 員 の 身 分 移 管 の 方 策 に つ い て 検 討 す る 。  
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②  地 方 自 治 体 の 条 例 制 定 権 等 の 拡 充 ・ 強 化  

現 在 、 国 が 地 方 自 治 体 に 対 し 新 た に 事 務 又 は 負 担 を 義 務 づ け る

と 認 め ら れ る 施 策 の 立 案 を し よ う と す る 場 合 に は 、 長 ま た は 議 長

の 全 国 的 連 合 組 織 に 情 報 を 提 供 す る 制 度 を 創 設 す る た め の 地 方 自

治 法 の 改 正 案 が 国 会 で 審 議 さ れ て い る が 、 こ れ だ け で は 国 の 法 令

等 に よ る 地 方 へ の 関 与 を 撤 廃 す る 手 段 と し て は 十 分 で は な い 。  

地 方 分 権 の 本 質 が 、 地 方 へ の 「 決 定 権 」 の 移 譲 で ある こ と か ら、 地 方 が

果 たす役 割 について国 が法 令 等 に よって関 与 する範 囲 を必 要 最 小 限 とす

る とと も に 、 地 方 自 治 体 が 条 例 で 定 める 範 囲 を 拡 充 ・ 強 化 す る など 、 具 体

的 な仕 組 みを構 築 する。 

その基 本 的 な考 え方 は、以 下 のと おりである。 

地 方 が 担 う 事 項 につ いて、全 国 一 律 の 基 準 が 必 要 な場 合 に 限 り、 国 が

大 綱 的 に法 令 で定 めることを原 則 とする。 

こ の 場 合 、 国 が 定 める べ き 基 準 の 範 囲 を 国 が 決 定 し てし ま う と 法 令 に よ

る過 剰 関 与 を招 く恐 れがあるため、そうならない仕 組 みづくりを行 う。 

たとえば、次 のような方 法 について具 体 的 に検 討 する。 

ａ ） 国 に よ る 立 法 範 囲 の 明 確 化  

国 が 法 律 に 定 め る べ き 具 体 的 な 基 準 や 範 囲 を あ ら か じ め

定 め 、 こ れ を 一 般 的 な 立 法 に 関 す る ル ー ル と し て 基 本 法 等

に 明 記 す る 。  

ま た 、 憲 法 を 改 正 し て 、 地 方 に 関 わ る 国 の 法 令 に つ い て

は 基 本 的 な 事 項 を 定 め る に と ど め 、 国 と 地 方 自 治 体 の 適 切  

 

 

 

 

②  地 方 公 共 団 体 の 条 例 制 定 権 の 拡 充 ・ 強 化  

現 在 、 国 が 地 方 公 共 団 体 に 対 し 新 た に 事 務 又 は 負 担 を 義 務 づ け

る と 認 め ら れ る 施 策 の 立 案 を し よ う と す る 場 合 に は 、 長 ま た は 議

長 の 全 国 的 連 合 組 織 に 情 報 を 提 供 す る 制 度 を 創 設 す る た め の 地 方

自 治 法 の 改 正 案 が 審 議 さ れ て い る が 、 こ れ だ け で は 国 の 法 令 等 に

よ る 関 与 を 撤 廃 す る 手 段 と し て は 十 分 で は な い 。  

地 方 分 権 の 本 質 が 、 「 決 定 権 」 の 移 譲 で ある こ と か ら、 地 方 が 果 た す 役

割 に つ いて、 国 が 法 令 等 に よっ て関 与 す る 範 囲 を 必 要 最 小 限 と す る とと も

に 、 地 方 公 共 団 体 が 条 例 で 定 め る 範 囲 を 拡 大 ・ 強 化 す る 具 体 的 な 仕 組

みを構 築 する。 

その基 本 的 な考 え方 は、以 下 のと おりである。 

地 方 が 担 う 事 項 に ついて、 全 国 一 律 の 基 準 が必 要 な場 合 に 限 り、国 が

大 綱 的 に法 令 で定 めることを原 則 とする。 

こ の 場 合 、 国 が 定 める べ き 基 準 の 範 囲 を 国 が 決 定 し てし ま う と 法 令 に よ

る過 剰 関 与 を招 くため、そうならない仕 組 みをつくる。 

たとえば、次 のような方 法 について具 体 的 に検 討 を行 う。 

ａ ） 立 法 権 の 分 割  

・ 地 方 自 治 体 に 立 法 権 を 与 え る こ と を 憲 法 上 明 記 す る 。  

・ 国 が 立 法 す る 範 囲 を 限 定 す る 法 律 を 制 定 す る 。  

た だ し 、 こ れ ら は 「 連 邦 制 」 と な る 可 能 性 が あ る 。  

 

 

 

 

 

 平 成 １ ７ 年 に あ る 県 が 行 っ た 「 国 の 地 方 支 分 部 局 の 事 務 権 限 に 関 す る

調 査 結 果 」に よ る と 、地 方 農 政 局 や 地 方 整 備 局 の 行 っ て い る 事 務 の う ち 、

地 方 に 移 譲 す べ き 事 務 の 割 合 は ６ ０ ％ 程 度 で あ る と 報 告 さ れ て い る 。  

 平 成 １ ５ 年 度 末 の 地 方 農 政 局 の 定 員 は 約 ２ 万 人 、 地 方 整 備 局 と 北 海 道

開 発 局 の 合 計 は 約 ３ 万 人 〔 出 典 ： 「 地 方 支 分 部 局 関 係 調 査 結 果 」 （ 2004

年 3 月  地 方 分 権 改 革 推 進 会 議 事 務 局 ） 〕 で あ り 、 ５ 万 人 の ６ ０ ％ ３ 万

人 分 の 事 務 が 移 管 で き る こ と と な る 。   

 平 成 １ ７ 年 に あ る 県 が 行 っ た 「 国 の 地 方 支 分 部 局 の 事 務 権 限 に 関 す る 調 査 結 果 」 に

よ る と 、 地 方 農 政 局 や 地 方 整 備 局 の 行 っ て い る 事 務 の う ち 、 地 方 に 移 譲 す べ き 事 務 の

割 合 は ６ ０ ％ 程 度 あ る と 報 告 さ れ て い る 。  

 平 成 １ ５ 年 度 末 の 地 方 農 政 局 の 定 員 は 約 ２ 万 人 、 地 方 整 備 局 と 北 海 道 開 発 局 は 約 ３

万 人 で あ り 、 合 計 ５ 万 人 の ６ ０ ％ 、 ３ 万 人 分 の 事 務 が 移 管 で き る こ と と な る 。  

 出 典：「 地 方 支 分 部 局 関 係 調 査 結 果 」（20 0 4 年 3 月  地 方 分 権 改 革 推 進 会 議 事 務 局 ） 
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な 役 割 分 担 を 損 な う よ う な 関 与 、 と り わ け 地 方 自 治 体 固 有

の 事 務 で あ る 自 治 事 務 に ま で 及 ぶ 法 令 の 関 与 な ど は 行 わ な

い こ と を 明 記 す る 。  

ｂ ） 国 の 立 法 過 程 へ の 地 方 側 の 関 与  

国 の 法 案 作 成 過 程 に お い て 地 方 の 意 見 を 反 映 さ せ る た

め 、 国 と 地 方 に よ る 協 議 機 関 を 設 け る 。  

ま た 、 憲 法 を 改 正 し て 地 方 代 表 の 議 院 を 設 け る 。  

ｃ ） 政 省 令 に 対 す る 条 例 の 優 先 権 の 付 与  

法 律 で 政 省 令 に 委 任 さ れ て い る 事 項 を 、 条 例 に よ り 変 更

す る こ と を 可 能 と す る 。  

 

 

③  自 主 性 ・ 自 立 性 の 高 い 地 方 税 財 政 制 度 の 構 築  

道 州 制 の 導 入 に あた っ ては 、 地 方 自 治 体 の 自 主 的 ・ 自 立 的 な 行 政 運

営 が財 政 面 でも可 能 となるような税 財 政 制 度 の構 築 が不 可 欠 である。 

地 方 が 担 う 役 割 に 見 合 っ た 地 方 税 収 を 確 保 す る た め に は 、 税 源 配 分

方 式 を抜 本 的 に再 構 築 するとともに、例 えば、諸 外 国 の 事 例 を参 考 にした

共 有 税 の 導 入 や 国 と 地 方 の 徴 税 事 務 の 一 元 化 など、 現 行 の 国 税 と 地 方

税 の 税 目 や 課 税 権 の あり 方 も 含 め た 抜 本 的 な 見 直 し を 行 い、 可 能 な 限 り

偏 在 性 が少 なく、安 定 性 を備 えた地 方 税 体 系 を構 築 する。 

また 、 道 州 間 の 歳 入 を 一 定 程 度 均 等 化 す る た めの 財 政 調 整 制 度 に つ

いては、まず、現 行 の 地 方 交 付 税 がそもそも標 準 的 な行 政 サー ビスを全 国

ど の 地 域 に お いても 享 受 で き る こ と を 前 提 と し た 自 治 体 の 財 源 保 障 を 担 う

ものであることか ら、これを地 方 の固 有 財 源 と して明 確 に 法 的 に 位 置 づ け、

その 総 額 や 配 分 方 法 につ いては、 国 と 地 方 にお いて決 定 す る 仕 組 み の導

入 を検 討 する。 

更 に 、 全 て を 国 と 地 方 の 垂 直 的 な 財 政 調 整 で 賄 っ て い る 現 行 方 式 に

加 え て 、 国 か ら の 関 与 や 依 存 度 を 縮 小 す る と い う 観 点 か ら 、 一 部 に つ い

て、 道 州 間 で 主 体 的 に 財 政 調 整 を 行 う 水 平 的 な調 整 の 仕 組 み を 併 用 す

ることも検 討 する。 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ ） 国 の 立 法 過 程 へ の 地 方 側 の 関 与  

・ 国 の 法 案 作 成 過 程 に お い て 地 方 の 意 見 を 反 映 さ せ る た め

国 と 地 方 に よ る 協 議 機 関 を 設 け る 。  

・ 参 議 院 を 地 方 代 表 に よ り 構 成 さ れ る 形 に 改 革 す る 。  

ｃ ） 政 省 令 に 対 す る 条 例 の 優 先 権 の 付 与  

・ 法 律 で 政 省 令 に 委 任 さ れ て い る 事 項 を 、 条 例 に よ り 変 更

す る こ と を 可 能 と す る 。  

 

 

③  自 主 性 ・ 自 立 性 の 高 い 地 方 税 財 政 制 度 の 構 築  

地 方 公 共 団 体 の 自 主 的 ・ 自 立 的 な行 政 運 営 が 財 政 面 で も 可 能 と な る

ような税 財 政 制 度 の構 築 が不 可 欠 である。 

地 方 が 担 う役 割 に 見 合 った地 方 税 収 を確 保 するため、国 税 と 地 方 税 の

双 方 について一 体 的 な税 制 改 正 を行 い、できるだけ 税 源 の 偏 在 性 が少 な

く、税 収 の安 定 性 を備 えた地 方 税 体 系 を検 討 する。 

 

 

同 時 に、道 州 間 、市 町 村 間 の適 切 な財 政 調 整 制 度 を検 討 する。   

・  地 方 税 の 割 合 を 高 め て い くた め に は 、 税 収 が 安 定 し 、 偏 在 性 の 少

ない消 費 税 の 地 方 消 費 税 への移 譲 が考 えられる。 

・  現 行 交 付 税 制 度 は国 税 を 財 源 とし ているた め、 地 方 側 が 主 張 す る

地 方 固 有 の 財 源 論 と国 （財 務 省 ） が主 張 する 国 か ら地 方 へ の 仕 送

り論 が対 立 している。 

地 方 の 財 源 で あると いうこ とを 明 確 にす るため、 ドイ ツ の 共 有 税 方 式

なども参 考 に新 たな財 政 調 整 制 度 を検 討 する。 
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(2) 国民 意識の醸成 

道州制の導入にあたっては、国民の意識を醸成し、理解を得るこ

とが大きな課題である。そのため、道州制の導入によるメリットや

課題について分かりやすく積極的な情報発信を行い 、国 民 的 な 幅 広

い 議 論 が 行 わ れ る よ う 努 め る 。 

 

(3) 道 州 制 特 区 の 推 進  

 道 州 制 特 区 の 取 組 は 、 国 か ら の 権 限 と そ れ に 伴 う 財 源 を 地 方 自

治 体 に 大 幅 に 移 譲 し 、 こ れ ま で 国 が 担 っ て き た 役 割 を 地 方 自 治 体

が 十 分 に 果 た せ る こ と を 国 民 に 証 明 で き る 絶 好 の 機 会 で あ る 。  

「 道 州 制 特 別 区 域 に お け る 広 域 行 政 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 案 ） 」

は 、 地 方 自 治 体 か ら の 提 案 に 基 づ き 国 か ら の 権 限 移 譲 を 積 み 重 ね

て い く シ ス テ ム を 法 的 に 構 築 す る こ と 、 推 進 本 部 に 知 事 が 参 画 し

て 総 理 ・ 閣 僚 と 直 接 議 論 の 上 推 進 す る 仕 組 み と な っ て い る こ と 、

権 限 移 譲 に 伴 う 財 源 は こ れ ま で 国 が 要 し て い た 経 費 を 全 額 交 付 金

と し て 交 付 す る こ と な ど 、 地 方 自 治 体 の 自 主 性 ・ 裁 量 性 の 高 い 制

度 設 計 と な っ て お り 、 今 後 、 こ の 仕 組 み を 地 方 分 権 の モ デ ル と し

て 活 用 し て 具 体 的 な 取 組 を 進 め て い く 。  

 

 

 

 

 

(2) 国民 意識の醸成 

道州制の導入にあたっては、国民意識の醸成、国民の理解を得る

ことが大きな課題であり、道州制のメリットや課題についてわかり

やすく積極的な情報発信を行い 、国 民 的 な 幅 広 い 議 論 が 行 わ れ る よ

う 努 め る 。 

 

(3) 北 海 道 道 州 制 特 区 の 実 現  

北 海 道 に お け る 道 州 制 特 区 の 取 組 は 、 国 か ら 権 限 と そ れ に 伴 う 財

源 を 大 幅 に 移 譲 し 、 こ れ ま で 国 の 地 方 支 分 部 局 が 担 っ て き た 役 割 を

地 方 公 共 団 体 が 十 分 に 果 た せ る こ と を 国 民 に 証 明 で き る 絶 好 の 機 会

で あ る こ と か ら 、 速 や か に 北 海 道 道 州 制 特 区 推 進 法 を 制 定 し 、 地 方

分 権 の モ デ ル と し て 具 体 的 な 取 組 を 進 め る こ と を 求 め る 。  

な お 、 道 州 制 特 区 を 進 め る に 当 た っ て は 、 必 要 な 財 源 を 確 実 に 措 置

し た 上 、 北 海 道 の 裁 量 性 が 高 ま る 形 で 権 限 移 譲 を 行 う こ と が 必 須 で

あ る 。  

 

 

 

 

ド イ ツ で は 、 所 得 税 と 法 人 税 、 付 加 価 値 税 の ３ 税 目 が 、 連 邦 と 州 の 共 有 税 と さ れ て

い る 。 所 得 税 と 付 加 価 値 税 に つ い て は 、 そ の 一 部 が 市 町 村 に も 配 分 さ れ て い る 。  

・  共 有 税 の 配 分 割 合 （ ％ ）    （ ２ ０ ０ ０ 年 度 ）  

    連 邦  州  市 町 村  

所 得 税  

法 人 税  

付 加 価 値

税  

4 2 . 5  

5 0 . 0  

5 2 . 0  

4 2 . 5  

5 0 . 0  

4 5 . 9  

1 5 . 0  

0  

2 . 1  

出 典 ： 「 地 方 財 政 シ ス テ ム の 国 際 比 較 」 （ 20 0 2 年 6 月  財 務 省 財 務 総 合 研 究 所 ）  

ド イ ツ で は 、所 得 税 と 法 人 税 、付 加 価 値 税 の ３ 税 目 が 連 邦 と 州 の 共 有

税 と さ れ て い る 。所 得 税 と 付 加 価 値 税 に つ い て は 、そ の 一 部 が 市 町 村 に

も 配 分 さ れ て い る 。  

・  共 有 税 の 配 分 割 合 （ ％ ） （ 200 0 年 度 ）  

    連 邦  州  

市 町

村  

所 得 税  

法 人 税  

付 加 価 値

税  

42 .5  

50 . 0  

52 . 0  

42 . 5  

50 . 0  

45 . 9  

15 . 0  

0  

2 . 1  

出 典 ：  

「 地 方 財 政 シ ス テ ム の 国 際 比 較 」（ 2002 年 6 月  財 務 省 財 務 総 合 研 究

所 ）  
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７  道 州 制 導 入 に つ い て 慎 重 な 意 見  

なお、 委 員 会 内 に は、 少 数 ではあるが、 現 時 点 で 道 州 制 導 入 の 是 非 を 判

断 することについて、以 下 のような慎 重 な意 見 がある。 

 

○  地 方 分 権 改 革 は 、 霞 ヶ 関 を 中 心 と し た 中 央 集 権 体 制 の あ り 方 を

見 直 し 、ま ず は 過 度 に 中 央 に 集 中 す る 権 限 ・税 財 源 を 地 方 に 移 し 、

地 域 の ニ ー ズ に 応 じ た 多 様 で 透 明 性 の 高 い 住 民 サ ー ビ ス を 提 供 で

き る 体 制 を 確 立 す る た め の も の で あ る 。  

 

○  そ の た め に 、 今 な す べ き こ と は 、 地 方 分 権 改 革 の 原 点 に 立 ち 返

り 、 国 に 対 し て 具 体 的 な 役 割 分 担 に 基 づ い た 権 限 ・ 税 財 源 の 移 譲

を 迫 っ て い く 、 三 位 一 体 第 二 期 改 革 に 向 け た 大 き な う ね り を つ く

り 上 げ て い く こ と で あ る 。  

 し た が っ て 、 道 州 制 導 入 の 是 非 を 判 断 す る 前 に 、 ま ず は 、 現 行

の 都 道 府 県 へ の 権 限 移 譲 を 推 進 す べ き で あ る 。  

 

○  道 州 制 の 導 入 を 是 と す る た め に は 、 国 と 地 方 の 役 割 分 担 に ふ さ

わ し い 中 央 省 庁 の あ り 方 、 税 体 系 及 び 財 政 調 整 制 度 を 具 体 的 に 提

示 す る 必 要 が あ る 。  

 

○  地 方 制 度 の あ り 方 は 、上 か ら の 枠 組 み 論 で は な く 、地 方（ 住 民 ）

が 決 め る べ き も の で あ り 、 地 域 住 民 の 意 見 や 自 治 体 間 の 議 論 を 踏

ま え る 必 要 が あ る が 、 現 時 点 で は 、 国 民 的 な 関 心 事 と な っ て い な

い 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そ の 他 の 意 見  

なお、道 州 制 の 導 入 に関 して以 下 のような意 見 がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  道 州 制 導 入 の 是 非 を 判 断 す る 前 に 、 ま ず は 、 現 行 の 都 道 府 県 へ

の 権 限 移 譲 を 推 進 す べ き で あ る 。  

 

○  道 州 制 の 導 入 を 是 と す る た め に は 、 国 と 地 方 の 役 割 分 担 に ふ さ

わ し い 中 央 省 庁 の あ り 方 、 税 体 系 及 び 財 政 調 整 制 度 を 具 体 的 に 提

示 す る 必 要 が あ る 。  

 

○  そ も そ も 、 地 方 制 度 の あ り 方 は 、 上 か ら の 枠 組 み 論 で は な く 、

地 方 （ 住 民 ） が 決 め る べ き も の で あ り 、 地 域 住 民 の 意 見 や 自 治 体

間 の 議 論 を 踏 ま え る 必 要 が あ り 、 現 時 点 で は 、 国 民 的 な 関 心 事 と

な っ て い な い 。  

 

 

 


